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は
じ
め
に

一
補
完
性
の
原
理
（
で
『
ご
Ｃ
一
ロ
の
。
｛
鯨
呂
妨
三
一
口
『
『
）
と
地
方
分
権

二
日
本
の
地
方
分
権
の
法
的
控
組
み
と
そ
の
内
容

（
１
）
地
方
分
権
の
前
史

（
２
）
「
地
方
分
権
推
進
法
」
の
制
定
と
そ
の
内
容

（
３
）
地
方
分
権
推
進
計
画
の
策
定

（
４
）
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
役
割
と
活
動

（
５
）
地
一
々
元
権
改
革
の
特
鶴
届

三
韓
国
の
地
方
分
権
の
法
的
枠
組
み
と
そ
の
特
徴

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
曰
韓
比
較

ｌ
地
方
分
権
推
進
法
二
九
九
五
年
）
と
地
方
分
権
特
別
法
（
二
○
○
四
年
）
の
比
較
Ｉ

（
１
）
戦
後
地
方
自
治
の
制
度
的
展
開

（
２
）
中
央
行
政
権
限
の
地
方
移
譲

（
３
）
地
方
分
権
推
進
計
画
の
策
定
過
程

（
４
）
地
方
分
権
特
別
法
の
目
的
と
主
な
内
容

（
５
）
地
方
分
橋
推
進
計
画
の
策
定

（
６
）
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
の
活
動

（
７
）
「
地
方
分
権
五
カ
年
総
合
実
行
計
画
」
の
策
定

お
わ
り
に
独
地
方
分
権
に
関
す
る
法
的
仕
組
み
の
特
徴
と
相
違

（
資
料
）
地
方
分
権
に
関
す
る
基
本
法
条
文
の
日
韓
比
較

申

龍
一

一

一

一

三 徹
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本
稿
は
、
地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
と
し
て
制
定
さ
れ
た
日
本
の
「
地
方
分
権
推
進
法
‐
’
二
九
九
五
年
）
と
韓

（
１
）
 

国
の
「
地
方
分
権
推
進
特
別
法
」
（
一
一
○
○
四
年
）
を
比
較
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
一
九
九
○
年
代
に
お
け
る
宮
か
ら
民
へ
と
い
う
「
規
制
緩
和
」
と
中
央
か
ら
地
方
へ
と
い
う
「
地
方
分
権
」
の
推
進

は
、
「
ガ
バ
メ
ン
ト
」
か
ら
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
へ
と
い
う
世
界
的
潮
流
と
あ
い
ま
っ
て
、
世
界
各
国
に
お
い
て
は
新
た
な
制
度
設
計
が
盛

（
２
）
 

ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
一
」
の
よ
う
な
地
方
分
権
の
流
れ
が
形
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
行
過
ぎ
た
福
祉
国
家
の
是
正
に
よ
る
「
小
さ
い
政

府
」
へ
の
転
換
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
よ
る
経
済
状
況
の
悪
化
、
そ
し
て
加
速
化
し
て
い
る
少
壬
局
齢
化
へ
の
対
応
な
ど
、
世
界
共
通

の
課
題
が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
地
方
分
権
の
推
進
は
、
欧
米
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
に
お
い
て
も
重
要
な
国
政
課
題
と
し
て
取

り
組
ま
れ
て
お
り
、
中
で
も
日
韓
に
お
い
て
は
行
政
改
革
と
と
も
に
最
重
要
課
題
と
し
て
推
進
さ
れ
て
い
る
。
欧
米
諸
国
に
比
べ
、
官
へ

の
高
い
依
存
を
そ
の
特
徴
と
す
る
日
韓
両
国
に
お
い
て
中
央
集
権
的
行
財
政
運
営
シ
ス
テ
ム
か
ら
い
わ
ゆ
る
分
権
型
社
会
へ
の
転
換
は
、

多
く
の
制
度
的
・
日
制
度
的
問
題
を
は
ら
む
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
構
造
改
革
の
基
盤
を
形
成
す
る
柱
で
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
制
度
設
計
が
心
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

終
戦
雨
戦
後
改
革
、
そ
し
て
高
度
経
済
成
長
と
い
う
社
会
的
条
件
に
お
い
て
共
通
性
を
有
す
る
日
韓
両
国
に
お
い
て
の
地
方
分
権
の
比

較
は
、
地
方
制
度
の
普
遍
性
は
も
と
よ
り
、
両
国
に
お
け
る
社
会
制
度
の
共
通
理
解
を
深
め
る
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に 法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一

三

四
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上
記
の
文
章
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章
（
画
き
鷺
§
ｏ
盲
ミ
ミ
ミ
田
・
日
｛
の
甸
氣
ｏ
８
Ｑ
ミ
ミ
ミ
）
」
の
前
文
に
お
い
て
記
さ

れ
て
い
る
地
方
自
治
及
び
地
方
自
治
体
の
存
在
意
義
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
懲
章
」
と
は
、
一
九
八
五
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評

議
会
の
閣
僚
委
員
会
に
お
い
て
多
国
間
協
定
と
し
て
採
択
さ
れ
た
文
瞥
で
あ
る
。

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
里

一
三
五

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
の
も
と
で
、
日
韓
の
地
方
分
権
推
進
法
（
特
別
法
）
の
仕
組
み
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
比
較
検
討

を
通
じ
て
そ
の
相
違
に
対
す
る
「
学
際
的
理
解
の
深
化
」
と
、
地
方
制
度
な
ら
び
に
地
方
分
権
改
革
が
も
つ
今
日
的
意
義
に
つ
い
て
の
吟

（
３
）
 

味
を
そ
の
目
的
と
す
る
。

…
…
共
通
の
辿
産
で
あ
る
理
想
と
原
理
を
守
り
・
実
現
す
る
た
め
、
加
盟
国
間
の
よ
り
密
接
な
統
合
を
達
成
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
鑑
み
、
こ
の
目

的
を
達
成
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
が
、
行
政
分
野
に
お
け
る
協
定
の
締
結
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
方
自
治
体
が
あ
ら
ゆ
る
民
主
主
義
的
国
家
形
態
の
本
質

的
基
盤
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
に
考
慮
し
、
公
共
的
事
項
の
迎
営
へ
の
市
民
の
参
加
楢
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
全
加
盟
国
に
共
通
の
民
主
主
義
原
理

の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
に
考
慰
し
、
こ
の
権
利
が
地
方
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
最
も
直
接
的
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
、
真
の
権
限
を
も
っ
た
地
方
自

治
体
の
存
在
が
、
効
果
的
で
市
民
に
身
近
な
行
政
を
供
給
し
う
る
こ
と
を
確
信
し
、
多
様
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
地
方
自
治
の
擁
護
と
強
化
が
、

民
主
主
義
と
分
権
の
原
理
に
基
づ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
設
に
対
す
る
重
要
な
貢
献
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
こ
れ
に
は
、
民
主
的
に
櫛
成
さ
れ
た
意
思
決

定
機
関
を
も
ち
、
権
限
、
権
限
行
使
の
方
法
と
手
段
、
お
よ
び
そ
の
実
現
に
要
す
る
財
源
に
関
し
て
広
範
な
自
律
性
を
も
つ
地
方
自
治
体
の
存
在
が
必
要

で
あ
る
こ
と
…
…
。

補
完
性
の
原
理
（
ｐ
ご
ｏ
己
の
○
房
ｇ
の
二
四
ｑ
）
と
地
方
分
権
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こ
の
補
完
性
の
原
理
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
、
地
方
分
権
改
革
の
論
議
の
中
で
用
い
ら
れ
た
の
は
、
二
○
○
一
年
の
地
方
分
権
推
進
委
員

会
の
「
最
終
報
告
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
二
○
○
三
年
の
地
方
制
度
調
査
会
の
中
間
報
告
「
今
後
の
地
方
自
治
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い

（
６
）
 

て
」
に
お
い
て
は
、
基
礎
自
治
体
優
先
の
原
則
に
お
い
て
こ
の
補
完
性
の
原
理
が
応
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章

に
対
し
て
は
、
二
○
○
○
（
平
成
一
二
）
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
地
方
六
団
体
か
ら
の
政
府
に
対
す
る
意
見
申
請
の
中
で
、
「
権
限
等
の

配
分
に
当
た
っ
て
は
地
方
自
治
体
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
事
務
に
見
合
っ
た
地
方
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
等
を
基
本
と
す
る
も
の
で

あ
り
認
我
々
が
め
ざ
す
地
方
分
権
の
推
進
、
地
方
自
治
の
確
立
と
軸
を
一
に
す
る
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
後
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章
を
拡
大
し
た
世
界
地
方
自
治
憲
章
の
制
定
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
世
界
地
方
自
治
憲
章
の

制
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
自
治
体
連
合
（
Ｉ
Ｕ
Ｒ
Ａ
、
都
市
・
自
治
体
連
合
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ｇ
》
ロ
ヨ
ー
の
□
○
昼
の
印
口
且
伊
Ｃ
ｓ
］
の
Ｃ
ぐ
の
曰
‐

白
①
具
に
組
織
変
更
）
が
主
導
し
そ
の
制
定
を
促
し
て
い
る
も
の
の
、
米
・
中
・
途
上
国
諸
国
等
の
反
対
に
よ
り
、
結
局
国
連
特
別
総
会

に
お
い
て
、
「
効
果
的
な
地
方
分
権
推
進
・
地
方
公
共
団
体
の
権
限
強
化
に
関
わ
る
課
題
に
つ
い
て
の
対
話
強
化
」
と
い
う
宣
言
に
と
ど

一
ｏ
）

念
で
は
な
い
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一一一一一ハ

ニ
○
○
○
年
四
月
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
に
加
盟
し
て
い
る
四
一
カ
国
の
う
ち
一
一
一
七
カ
国
で
署
名
、
三
四
カ
国
で
批
准
さ
れ
て
お

り
、
現
在
、
国
際
連
合
に
お
い
て
協
議
さ
れ
て
い
る
世
界
地
方
自
治
憲
章
は
、
項
目
・
内
容
と
も
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章
を
大

（
４
）
 

い
に
参
考
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
そ
の
基
本
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
補
完
性
の
原

理
」
の
理
念
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
産
物
で
あ
る
こ
の
理
念
は
、
個
人
の
自
立
の
上
で
の
自
己
決
定
を
基
礎
と
し
、
自
助
・
互

助
・
共
助
に
よ
る
社
会
的
課
題
の
解
決
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
概
念
・
定
義
は
多
様
で
あ
り
、
確
定
さ
れ
た
概
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沼
田
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
○
年
代
以
降
の
地
方
分
権
に
関
す
る
フ
レ
ー
ム
に
つ
い
て
大
き
く
次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な

（
８
）
 

わ
ち
、
①
権
限
委
譲
論
、
②
「
受
け
皿
」
論
、
③
中
央
行
政
府
の
改
革
診
珈
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
、
権
限
委
譲
論
は
、
自
治
体
の
性
格
や

規
模
等
の
変
化
を
求
め
ず
に
国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
及
び
税
財
源
を
垂
直
的
に
移
譲
し
よ
う
と
す
る
提
案
で
、
戦
後
改
革
以
来
の
も
っ
と

も
伝
統
的
な
モ
デ
ル
の
一
つ
で
あ
る
。

他
方
、
「
受
け
皿
」
論
は
、
道
州
制
や
連
邦
制
な
ど
の
広
域
団
体
を
設
け
、
国
か
ら
の
「
受
け
皿
」
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
モ
デ
ル
で
あ

り
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
を
支
え
て
き
た
中
央
集
権
的
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
制
度
疲
労
に
よ
り
生
じ
る
様
々
な
政
策
分
野
に
お
け
る
危

機
的
状
況
（
政
策
危
機
己
○
一
一
ｑ
Ｃ
１
の
」
の
）
を
回
避
す
る
た
め
に
、
国
の
権
限
と
税
財
政
を
地
方
に
移
譲
し
、
国
の
担
う
役
割
を
軽
減
し
よ

う
と
す
る
モ
デ
ル
が
「
中
央
政
府
の
改
革
論
」
で
あ
る
。

こ
の
モ
デ
ル
の
う
ち
、
行
政
改
革
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
中
央
政
府
の
改
革
論
が
、
第
二
次
行
革
審
を
媒
介
し
な
が
ら
、
個
人
と
地
域

の
「
選
択
と
責
任
の
原
則
」
を
う
た
っ
た
国
側
の
分
権
論
が
「
政
治
改
革
」
の
文
脈
で
は
な
い
「
行
政
改
革
」
の
文
脈
の
中
で
主
流
と
な

り
、
国
と
地
方
間
の
権
限
配
分
に
重
点
を
お
い
た
い
わ
ゆ
る
狭
い
分
権
改
革
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
分
権
改
革
の

前
史
は
、
こ
の
第
二
次
行
革
審
に
求
め
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
雨
）

一
三
七

（（１） 

ま
っ
た
。
一
一
○
○
七
年
一
○
月
に
韓
国
の
済
州
道
に
お
い
て
開
催
》
丁
定
の
総
会
で
の
制
定
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

二
曰
本
の
地
方
分
権
の
法
的
枠
組
み
と
そ
の
内
容

（
１
）
地
方
分
権
の
前
史

Hosei University Repository



こ
う
し
た
二
つ
の
起
点
の
中
で
進
め
ら
れ
て
き
た
地
方
分
権
改
革
の
前
史
は
、
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
五
月
一
五
日
に
第
一
一
一
一
二
国

会
で
の
「
地
方
分
権
推
進
法
」
の
制
定
を
も
っ
て
本
格
的
な
地
方
分
権
改
革
の
幕
開
け
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
’
九
八
八
（
平
成
元
）

年
一
二
月
の
第
二
次
行
革
審
「
国
と
地
方
の
関
係
等
に
関
す
る
答
申
」
、
’
九
九
三
（
平
成
五
）
年
一
○
月
の
第
三
次
行
革
審
最
終
答
申

の
う
ち
「
第
四
章
地
方
分
権
の
推
進
」
、
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
九
月
の
地
方
六
団
体
の
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
意
見
書
汕
新

（
Ⅱ
〉

時
代
の
地
方
自
治
」
、
同
年
一
一
月
の
第
二
四
次
地
方
制
度
調
査
会
の
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
答
申
」
、
同
年
一
一
一
月
の
「
地
方
分

権
の
推
進
に
関
す
る
大
綱
方
針
」
（
閣
議
決
定
、
内
閣
行
政
改
革
推
進
本
部
地
方
分
権
部
会
）
、
こ
れ
に
基
づ
く
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て

（
胆
）

地
方
分
権
推
進
法
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
三
八

他
方
、
こ
う
し
た
視
点
に
対
し
、
西
尾
は
、
「
△
「
次
の
分
権
改
革
は
、
行
政
改
革
の
流
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
政
治
改
革
の
流
れ
が

合
流
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
起
動
力
を
獲
得
し
た
」
と
述
べ
、
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
六
月
の
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す

（
９
）
 

る
決
議
」
（
衆
参
両
院
）
に
そ
の
第
一
の
起
点
を
求
め
て
い
る
。

そ
の
第
二
の
起
点
は
、
「
規
制
緩
和
」
と
「
地
方
分
権
」
を
行
政
改
革
の
二
本
性
と
す
る
第
一
一
一
次
行
革
審
の
最
終
答
申
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
従
来
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
要
素
が
新
た
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
分
権
に
関
す
る
立
法
化
作
業
に
つ
い

て
①
「
内
閣
に
よ
る
大
綱
方
針
の
策
定
」
↓
「
国
会
に
よ
る
基
本
法
の
制
定
‐
一
と
い
う
二
段
階
の
手
順
が
明
確
に
な
っ
た
ほ
か
、
②
現
行

の
二
層
制
を
前
提
と
し
た
権
限
委
譲
、
③
国
の
権
限
を
制
限
列
挙
す
る
発
想
の
提
示
、
そ
し
て
④
機
関
委
任
事
務
の
全
面
廃
止
へ
の
端
諸

（
肥
）

の
四
つ
で
あ
る
。

（
２
）
「
地
方
分
権
推
進
法
」
の
制
定
と
そ
の
内
容
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一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
に
地
方
分
権
の
計
画
的
な
推
進
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
「
地
方
分
権
推
進
法
」
（
法
律
第
九
六
号
）
は
、
本

則
四
章
第
一
七
条
と
三
項
の
附
則
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
で
は
総
則
が
、
第
二
章
で
は
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す

る
基
本
方
針
が
、
第
三
章
で
は
地
方
分
権
推
進
計
画
が
、
そ
し
て
第
四
章
で
は
地
方
分
権
推
進
委
員
会
に
つ
い
て
、
附
則
三
項
で
は
、
法

律
が
五
年
間
の
時
限
法
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
地
方
分
権
が
大
き
な
時
代
の
流
れ
で
あ
っ
て
、
も
は
や
実
行
の
段
階

あ
り
、
具
体
的
な
成
果
を
挙
げ
る
た
め
に
は
計
画
の
作
成
か
ら
実
施
ま
で
、
一
定
の
期
間
内
に
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
取
り
組
む
こ
と
が

〈
川
）

効
果
的
で
あ
る
と
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

地
方
分
権
推
進
法
は
、
「
地
方
分
権
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
」
（
第
一
条
）
を
目
的
と
し
、
「
地
方
分
権
の
推
進
は
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
分
担
す
べ
き
役
割
を
明
確
に
し
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
・
自
立
性
を
高
め
、
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た

地
域
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
う
」
こ
と
を
そ
の
基
本
理
念
と
し
た
。

そ
の
第
三
章
で
は
、
（
１
）
政
府
は
、
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
地
方
分
権
の
推

進
に
関
す
る
基
本
方
針
に
即
し
、
講
ず
べ
き
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
定
め
た
地
方
分
権
推
進
計
画
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
（
２
）
内
閣
総
理
大
臣
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

（
３
）
政
府
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

ま
た
、
地
方
分
権
の
推
進
に
当
た
っ
て
の
国
と
地
方
公
共
団
体
の
責
務
、
す
な
わ
ち
、
国
に
対
し
て
は
「
国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と

り
、
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
・
実
施
す
る
こ
と
」
を
、
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
「
国
の
施
策
の
推
進
に

併
せ
て
地
方
行
政
の
改
善
・
充
実
に
係
る
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
」
と
し
た
う
え
で
、
国
・
地
方
公
共
団
体
は
「
地
方
分
権
の
推
進
に
伴

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

一
三
九

（
３
）
政
府
は
、
地
方
（

な
い
と
定
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
地
方
分
権
（
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法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
四
○

い
、
国
・
地
方
を
通
じ
た
行
政
の
簡
素
効
率
化
を
推
進
す
る
」
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
と
し
て
定
め
た
。

そ
の
上
、
地
一
々
分
権
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
と
し
て
、
（
１
）
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
得
罫
引
分
担
（
第
四
条
）
、
（
２
）
地
方
分
権

の
推
進
に
関
す
る
国
の
施
策
（
第
五
条
）
、
（
３
）
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
（
第
六
条
）
、
（
４
）
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
・
確

立
（
第
七
条
）
、
（
５
）
地
方
分
権
推
進
計
画
の
作
成
と
公
表
（
第
八
条
）
を
定
め
た
。

さ
ら
に
、
地
方
分
権
の
推
進
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
な
方
針
等
を
担
当
す
る
組
織
と
し
て
、
総
理
府
に
「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
」
の

設
置
す
る
法
的
視
痂
膣
を
設
け
た
。
そ
の
主
な
役
割
と
し
て
、
（
１
）
地
方
分
権
推
進
計
画
の
作
成
の
た
め
の
具
体
的
な
指
針
を
内
閣
総
理
大

臣
に
勧
告
す
る
、
（
２
）
地
方
分
権
推
進
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
実
些
爬
状
況
を
監
視
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
に
意
見
を
述

べ
る
、
（
３
）
勧
告
又
は
意
見
の
尊
重
義
務
と
勧
告
の
国
会
へ
の
報
告
、
（
４
）
委
員
及
び
委
員
会
の
構
成
、
委
員
長
の
選
出
、
（
５
）
資
料
の

提
出
そ
の
他
の
協
力
等
、
例
え
ば
、
①
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
国
の
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
資
料
・
説
明
等
の
要

求
、
②
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
国
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
の
業
務
の
運
営
状
況
の
調
査
の
実
施
、
③
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
、
公
私
の
者
へ
の
協
力
の
依
頼
の
ほ
か
、
（
６
）
事
務
局
の
設
置
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
、
最
後
に
時
効
と
し
て
施

行
か
ら
五
年
間
の
時
限
が
定
め
ら
れ
た
。

他
☆
ぺ
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
大
綱
方
針
」
で
あ
る
こ
の
「
地
方
分
権
蛙
進
法
」
に
つ
い
て
、
法
的
即
効
力
を
有
す
る
の
は
、

こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
議
論
を
踏
ま
え
策
定
さ
れ
る
「
地
方
分
権
推
進
計
画
」
に
お
い
て
で
あ
り
、

そ
こ
で
具
体
的
な
改
革
‐
方
針
や
中
身
に
関
す
る
計
画
の
作
成
・
決
定
過
程
こ
そ
、
分
権
改
革
の
方
向
性
を
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
の

（
川
）

点
に
つ
い
て
、
成
田
は
次
の
よ
う
に
梧
埠
燗
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
動
機
に
よ
り
始
ま
っ
た
地
方
分
権
改
革
の
状
況
を
指
し
、
「
混
声
合
唱
状
況
」
の
分
権
改

革
と
か
、
「
同
床
異
夢
」
の
分
権
改
革
な
ど
と
評
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
状
況
は
一
九
八
○
年
代
の
行
政
改
革
の
議
論
の
中
に
芽
生
え
て

（
閲
）

い
た
。

地
方
分
権
推
進
法
の
規
定
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
「
地
方
分
権
推
進
計
画
」
（
以
下
、
推
進
計
画
と
い
う
。
）
は
、
「
基
本
的
考
え
方
」

に
お
い
て
、
地
方
分
権
の
推
進
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

分
権
化
を
大
幅
に
進
め
よ
う
と
す
る
力
と
分
権
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
て
既
存
の
威
信
、
権
限
、
利
権
等
を
守
ろ
う
と
す
る
力
と
が
真
正
面
か
ら
衝

突
し
、
ま
た
、
分
権
の
論
理
と
全
国
的
公
平
性
・
統
一
性
の
維
持
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
既
存
の
シ
ス
テ
ム
を
温
存
し
よ
う
と
す
る
集
権
の
論
理
と
か
、

原
点
に
立
ち
戻
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
正
当
性
を
主
張
し
あ
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
そ
の
段
階
で
は
、
情
緒
的
な
ム
ー
ド
論
だ
け
で
は
乗
り
切
れ
ま
い
。

そ
の
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
、
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
明
確

に
し
、
住
民
に
身
近
な
行
政
を
で
き
る
限
り
身
近
な
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
地
方
分
権
推
進
法
に
定
め

る
基
本
方
針
に
即
し
つ
つ
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
勧
告
を
最
大
限
尊
重
し
て
、
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図

る
た
め
に
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
識
ず
る
も
の
。
本
計
画
を
着
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
地
方
分
権
の
一
層
の
推
進
に

向
け
て
、
今
後
と
も
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

推
進
計
画
は
、
第
一
（
地
方
分
権
推
進
の
基
本
的
考
え
方
）
、
第
二
（
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
及
び
国
と
地
方
公
共
団
体

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

一
四
一

（
３
）
地
方
分
権
推
進
計
画
の
策
定
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他
方
、
地
方
分
権
推
進
法
に
根
拠
し
、
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
七
月
に
設
け
ら
れ
た
「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
」
は
、
諸
井
虎
氏
を

会
長
と
し
て
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
作
成
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
記
念
す
べ
き
第
一
回
目
の
会
議
に
お
い
て
、
諸
井

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
四
二

の
新
し
い
関
係
）
、
第
三
（
必
邇
規
制
の
見
直
し
と
国
の
地
方
出
先
機
関
の
あ
り
方
）
、
第
四
（
国
庫
補
助
負
担
金
の
整
理
合
理
化
と
地
方

税
財
源
の
充
実
確
保
）
、
第
五
（
都
道
府
県
と
市
町
村
の
新
し
い
関
係
）
、
第
六
（
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
・
確
立
）
、
第
七

（
地
方
分
権
の
推
進
に
伴
い
必
要
と
な
る
そ
の
他
の
措
置
）
の
部
分
と
、
別
紙
と
し
て
、
別
紙
一
（
従
前
の
個
別
の
機
関
委
任
事
務
の
あ

り
方
）
、
別
紙
二
（
従
前
の
個
別
の
団
体
（
委
任
）
事
務
の
あ
り
方
、
別
紙
三
（
権
限
委
譲
の
推
進
の
具
体
的
な
措
置
）
、
別
紙
四
（
必
置

規
制
の
見
直
し
の
具
体
的
措
置
）
、
別
紙
五
（
国
庫
補
助
金
削
減
計
画
）
、
別
紙
六
（
国
庫
補
助
負
担
金
の
重
点
化
（
採
択
基
準
の
引
き
上

げ
等
ど
の
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

推
進
計
画
の
政
府
内
で
の
役
割
分
担
と
し
て
は
、
内
閣
の
内
政
審
議
室
が
全
体
的
な
調
整
を
行
い
、
第
一
及
び
第
二
の
う
ち
総
務
庁
担

当
部
分
を
除
く
も
の
、
第
四
の
う
ち
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
等
、
第
五
・
第
六
・
第
七
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
関
連
部
分
に
つ
い
て
は
、

自
治
省
が
原
案
を
作
成
し
、
別
紙
一
及
び
別
紙
二
に
つ
い
て
、
各
省
庁
が
原
案
作
成
し
た
も
の
を
自
治
省
に
お
い
て
調
整
を
行
っ
た
。

第
二
の
う
ち
地
方
事
務
官
制
度
の
廃
止
及
び
権
限
委
譲
の
推
進
、
第
三
、
第
七
の
う
ち
国
関
連
部
分
、
そ
し
て
、
別
紙
三
及
び
別
紙
四

に
つ
い
て
は
、
総
務
庁
に
お
い
て
原
案
作
成
・
調
整
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
第
四
の
う
ち
国
庫
補
助
負
担
金
の
整
理
合
理
化
及
び
存
続
す

る
国
庫
補
助
負
担
金
の
運
用
関
与
の
改
革
、
並
び
に
別
紙
五
及
び
別
紙
六
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
に
お
い
て
各
省
庁
と
調
整
の
う
え
原
案

（
岨
）

が
作
成
さ
れ
た
。

（
４
）
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
役
割
と
活
動
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そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
現
実
的
で
実
行
可
能
な
、
着
実
な
改
革
」
を
目
指
す
こ
と
を
そ
の
基
本
方
針
と
し
、
具
体
的

な
手
法
と
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
総
意
と
し
て
地
方
六
団
体
か
ら
数
次
に
わ
た
っ
て
提
出
さ
れ
た
改
革
要
望
事
項
を
調
査
審
議
の
土

台
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
地
域
づ
く
り
、
く
ら
し
づ
く
り
の
両
部
会
に
加
え
、
行
政
関
係
検
討
グ
ル
ー
プ
、
補
助
金
・
税
財
源
検
討

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

一
四
三

委
員
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

従
来
の
中
央
省
庁
主
導
の
縦
割
り
の
画
一
行
政
シ
ス
テ
ム
を
住
民
主
導
の
個
性
的
で
総
合
的
な
行
政
シ
ス
テ
ム
に
切
り
替
え
る
こ
と
、
『
画
一
か
ら
多

様
へ
」
と
い
う
時
代
の
大
き
な
流
れ
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
を
今
次
の
分
権
改
革
の
基
本
目
標
に
設
定
し
た
。
国
、
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
相
互
の

関
係
を
従
来
の
上
下
・
主
従
の
関
係
か
ら
新
た
な
対
等
・
協
力
の
関
係
に
変
え
て
い
く
こ
と
、
さ
ら
に
こ
れ
を
と
お
し
て
地
域
社
会
の
自
己
決
定
・
自
己

資
任
の
自
由
の
領
域
を
徐
々
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

我
が
国
の
地
方
制
度
は
、
明
治
維
新
に
お
け
る
廃
藩
圃
県
等
に
よ
り
、
そ
の
礎
が
築
か
れ
、
そ
の
後
第
二
次
大
戦
後
に
新
迩
法
の
糊
神
に
沿
っ
て
民
主

的
な
変
革
が
な
さ
れ
、
今
日
の
姿
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
後
五
○
年
を
経
た
が
、
新
し
い
世
紀
を
間
近
に
控
え
た
今
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の
国
と
地

方
と
の
シ
ス
テ
ム
を
本
格
的
に
見
直
し
、
二
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
仕
組
み
づ
く
り
、
い
わ
ば
第
三
の
改
革
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
の
際
に
は
、
単
に
国
と
地
方
と
の
行
政
内
部
に
お
け
る
権
限
配
分
の
見
直
し
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
ず
、
地
方
分
権
の
推
進
に
よ
り
、
住

民
が
ゆ
と
り
と
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
社
会
を
実
現
し
、
そ
の
中
で
一
人
一
人
が
多
様
な
価
値
観
、
個
性
、
創
造
性
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

と
考
え
る
。

そ
の
上
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
は
、
自
ら
の
任
務
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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そ
れ
か
ら
の
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
具
体
的
な
活
動
は
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
一
二
月
二
○
日
に
「
第
一
次
勧
告
」
を
、
一
九

九
七
（
平
成
九
）
年
七
月
八
日
に
一
‐
第
二
次
勧
告
」
を
、
同
年
九
月
二
日
に
「
第
三
次
勧
告
」
を
、
同
年
一
○
月
九
日
に
は
「
第
四
次
勧

告
」
を
、
一
九
九
八
（
平
成
一
○
）
年
一
一
月
一
九
日
に
「
第
五
次
勧
告
」
を
、
ま
た
二
○
○
○
（
平
成
一
二
）
年
八
月
八
日
に
「
意

見
」
、
同
年
の
一
一
月
二
七
日
に
は
「
市
町
村
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の
意
見
」
を
、
そ
し
て
、
二
○
○
一
（
平
成
一
三
）
年
六
月
一
四

日
に
「
最
終
報
告
」
を
内
閣
総
理
大
臣
へ
提
出
さ
れ
、
そ
の
活
動
は
幕
を
下
ろ
す
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
も
う
少
し
、
そ
の
内
容
を
概
略
す
る
と
、
「
第
一
次
勧
告
」
で
は
、
現
行
の
中
央
集
権
型
行
政
シ
ス
テ
ム
の
中
核
的
部
分
を
形

づ
く
っ
て
き
た
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
と
廃
止
後
の
事
務
の
区
分
と
国
の
関
与
の
あ
り
方
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
関
係
に

関
す
る
一
般
ル
ー
ル
、
各
行
政
分
野
に
お
け
る
権
限
委
譲
等
な
ど
に
つ
い
て
の
提
言
が
、
「
第
二
次
勧
告
」
で
は
、
機
関
委
任
事
務
制
度

の
廃
止
に
伴
う
事
務
の
区
分
と
国
の
関
与
の
あ
り
方
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
ル
ー
ル
、
必
置
規
制
の
見
直
し
と
国
の
地
方
出
先
機

関
の
あ
り
方
、
国
庫
補
助
負
担
金
の
整
理
合
理
化
と
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
新
し
い
関
係
、
地
方
公
共
団
体

の
行
政
体
制
の
整
備
・
確
立
な
ど
に
つ
い
て
の
提
言
が
、
「
第
三
次
勧
告
」
で
は
、
社
会
保
険
関
係
事
務
及
び
職
業
安
定
関
係
事
務
に
係

る
地
方
事
務
官
制
度
の
見
直
し
、
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
に
伴
う
従
前
の
機
関
委
任
事
務
の
う
ち
、
（
１
）
駐
留
軍
用
地
特
別
措
圃
法

に
基
づ
く
土
地
の
使
用
・
収
用
に
関
す
る
事
務
、
（
２
）
駐
留
軍
等
労
務
者
の
労
務
管
理
等
に
関
す
る
事
務
の
区
分
と
国
の
関
与
の
あ
り
方

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
四
四

グ
ル
ー
プ
、
地
方
行
政
体
制
等
検
討
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
検
討
グ
ル
ー
プ
の
委
員
・
専
門
委
員
・
参
与
が
個
別
の
検
討

事
項
ご
と
に
関
係
省
庁
の
幹
部
職
員
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
小
△
呑
識
方
式
で
率
直
に
意
見
を
交
換
す
る
グ
ル
ー
プ
ヒ
ア
リ
ン
グ
方
式
な
ど

（
、
）

に
よ
っ
て
行
っ
た
｝
」
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
｝
」
の
グ
ル
ー
プ
ヒ
ア
リ
ン
グ
一
々
式
に
よ
り
関
係
省
庁
と
の
合
意
が
形
成
さ
れ
、
勧
告
を

（
旧
）

可
能
に
し
た
と
さ
れ
る
。
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表ｌ地方分権推進委員会勧告

地
方
分
梅
の
推
進
に
閲
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

瀝溌一堺螂》》『

と
と
画
廊
猶

型
画
必
司
郎

小
Ⅲ
Ｌ
ｗ
０
ｌ
ｌ
【
し
ふ
か
Ⅱ
〃
ｆ

団
団
直
金
町
の

拷
姥
見
佃
一
石
米

罰
Ｐ
１
℃
Ｌ
Ｌ

圧
又
つ
」
句

飴
、
非
尖
出

の
角
只
上
）
詑
山
、

旧
Ｔ
艸
於
土

、

【

切
削
円
、
‐
ノ
ｑ
、
由
に
、

ＦｉＩ 

Ｍｊ 
,、

９ 

体
の
鵬

迅
濁
擢

９
．
５
 

ｈ
》
（
民
Ｈ

〆
〃

に
つ
い
て
の
提
言
、
「
第
四
次
勧
告
」
で
は
、

機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
に
伴
；
従
前
の

機
関
委
任
事
務
の
取
扱
い
、
国
の
関
与
の
基

準
と
従
前
の
団
体
（
委
任
）
事
務
の
取
扱
い
、

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
係
争
処
理
の

仕
組
み
、
市
町
村
の
規
模
等
に
応
じ
た
権
限

委
譲
に
つ
い
て
提
言
、
「
第
五
次
勧
告
」
で

は
、
公
共
事
業
の
あ
り
方
の
見
直
し
、
国
が

策
定
又
は
関
与
す
る
各
種
開
発
・
整
備
計
画

の
見
直
し
な
ど
に
つ
い
て
提
言
が
そ
れ
ぞ
れ

出
さ
れ
た
。

ま
た
、
分
権
型
社
会
の
創
造
と
サ
ブ
タ
イ

ト
ル
が
付
さ
れ
た
「
意
見
」
で
は
、
国
庫
補

助
負
担
金
の
整
理
合
理
化
と
当
面
の
地
方
税

源
の
充
実
確
保
策
、
法
令
に
お
け
る
条
例
・

規
則
へ
の
委
任
の
あ
り
方
、
個
別
法
に
関
す

る
諸
点
に
つ
い
て
提
言
が
行
わ
れ
た
。

一
四
五

区分 主な内容

第３次勧告

地方事務官制度の見直し

駐留軍用地特別措置法に基づく土地等の使用・収用に関する

事務及び駐留軍等労務者の労務管理等に関する事務の区分

第４次勧告

機関委任事務制度の廃止に伴う従前の機関委任事務の取扱い

国の関与の基準と従前の団体（委任）噸務の取扱い

国と地方公共公団体との間の係争処理の仕組み

市町村の規模等に応じた権限委譲

第５次勧告

公共事業のあり方の見直し

非公共事業等のあり方の見直し

国が策定又は関与する各種開発・露備計画の見直し

iji蟻iii'津
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そ
の
上
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
は
、
こ
れ
ま
で
推
進
し
て
き
た
今
次
の
過
程
を
「
未
完
の
分
権
改
革
」
と
し
、
こ
れ
か
ら
更
に
完
成

に
近
づ
け
て
い
く
た
め
に
改
革
課
題
と
し
て
次
の
六
つ
を
示
し
た
。

①
地
方
財
政
秩
序
を
分
権
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
姿
に
再
構
築
す
る
こ
と
。

②
地
方
分
権
を
実
現
す
る
に
は
、
あ
る
事
務
事
業
を
実
施
す
る
か
し
な
い
か
の
選
択
そ
れ
自
体
を
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
な
判
断
に

委
ね
る
こ
と
こ
そ
が
最
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
対
す
る
国
の
個
別
法
令
に
よ
る
義
務
付
け
、
枠
付
け
等
を

大
幅
に
緩
和
し
て
い
く
こ
と
。

③
平
成
一
七
年
三
月
ま
で
の
時
限
法
で
あ
る
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
○
年
法
律
第
六
号
）
に
基
づ
い
て
進
め

こ
の
よ
う
な
状
況
認
識
と
具
体
的
手
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
諸
活
動
に
対
し
て
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
は
そ
の
活
動
の
総
括
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
、
持
続
的
な
改
革
推
進
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
四
六

さ
ら
に
、
「
市
町
村
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の
意
見
」
で
は
、
市
町
村
合
併
の
意
義
、
市
町
村
合
併
の
推
進
方
策
に
つ
い
て
提
言
が
、

最
後
の
「
最
終
報
告
」
で
は
、
六
年
間
に
及
ぶ
当
委
員
会
の
活
動
の
回
顧
と
今
後
の
課
題
解
決
に
向
け
た
具
体
的
な
展
望
が
示
さ
れ
て
い

た
◎ し

か
し
な
が
ら
、
今
次
の
分
権
改
革
の
成
果
は
、
こ
れ
を
登
山
に
た
と
え
れ
ば
、
ま
だ
よ
う
や
く
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ン
プ
を
設
営
し
た
段
階
に
到
達
し
た

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
委
員
会
が
中
間
報
告
以
来
掲
げ
続
け
て
き
た
『
分
梅
型
社
会
の
創
造
」
と
い
う
究
極
目
標
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
改
革
の
前
途

の
道
筋
は
遼
遠
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
今
次
の
分
権
改
革
は
第
一
次
分
権
改
革
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
分
権
改
革
を
完
遂
す
る
た
め
に
は
、

こ
れ
に
続
い
て
第
二
次
、
第
三
次
の
分
権
改
革
を
断
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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表２地方分権の流れ

地
方
分
樋
の
推
進
に
閲
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

ら
れ
て
い
る
市
町
村
合
併
の
帰
趨
を
慎

重
に
見
極
め
な
が
ら
、
道
州
制
論
、
連

邦
制
論
、
廃
県
置
藩
論
な
ど
、
現
行
の

都
道
府
県
と
市
区
町
村
の
二
層
の
地
方

公
共
団
体
か
ら
な
る
現
行
制
度
を
改
め

る
観
点
か
ら
各
方
面
に
お
い
て
な
さ
れ

て
い
る
新
た
な
地
方
自
治
制
度
に
関
す

る
様
々
な
提
言
の
当
否
に
つ
い
て
、
改

め
て
検
討
を
深
め
る
こ
と
。

④
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
諸
国
に
普
及
し
つ
つ

あ
る
「
補
完
性
（
の
：
⑩
菖
口
『
『
）
の
原

理
」
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
市
区
町
村
、

都
道
府
県
、
国
の
相
互
間
の
事
務
事
業

の
分
担
関
係
を
見
直
し
、
事
務
事
業
の

移
譲
を
更
に
推
進
す
る
こ
と
。

⑤
住
民
自
治
の
拡
充
方
策
と
し
て
、
地
方

公
共
団
体
の
組
織
の
形
態
に
対
す
る
地

一
四
七

区分 内容

1995（平成7）年
｢地方分権推進法」の制定（５月）

地方分梅推進法施行，地方分権推進委員会発足（７月）

1996（平成8）年
地方分権推進委員会「中間報告」発表（３月）

地方分権推進委員会「第１次勧告」（１２月）

1997（平成9）年

地方分権推進迎絡会議設置（１月）

地方分権推進委員会「第２次勧告」（７月）

地方分権推進委員会「第３次勧告」（９月）

地方分権推進委員会「第４次勧告」（１０月）

機関委任事務制度廃止後における地方公共団体の事務のあ

り方等についての大綱策定（１２月）

1998（平成10）年
｢地方分権推進計画」閣議決定（５月）

地方分権推進委員会「第５次勧告」（１１月）

1999（平成１１）年

｢第２次地方分権推進計画｣，「地方分梅の推進を図るため

の関係法律の整備等に関する法律（案)」閣議決定（３月）

｢地方分橘の推進を図るための関係法律の整備等に関する

法律」成立（平成１１年法律第87号公布同７月１６日）

2000（平成12）年
｢地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する

法律」施行（４月）
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二
○
○
○
年
四
月
一
日
の
「
地
方
分
権
の
推
進
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成
二
年
法
律
第
八
七
号
、
以

下
、
地
方
分
権
一
括
法
と
い
う
）
の
施
行
に
よ
り
、
地
方
分
権
改
革
は
歴
史
的
な
一
歩
を
確
実
に
踏
み
出
し
た
。
こ
の
地
方
分
権
一
括
法

は
、
地
方
自
治
法
の
改
正
（
と
り
わ
け
、
地
方
公
共
団
体
の
役
割
・
事
務
・
条
例
等
に
関
す
る
緒
規
定
の
改
正
、
機
関
委
任
事
務
制
度
の

廃
止
、
国
等
の
関
与
及
び
紛
争
処
理
に
関
す
る
緒
規
定
の
創
設
、
各
種
必
置
規
制
の
廃
止
、
議
会
及
び
監
査
委
員
に
関
す
る
諸
規
定
の
改

正
等
）
と
、
そ
れ
以
外
の
、
国
家
行
政
組
織
法
及
び
各
省
庁
関
係
の
多
数
の
法
律
の
改
正
、
そ
れ
に
加
え
、
経
過
措
邇
等
に
よ
っ
て
柵
成

さ
れ
て
い
た
。

（
釦
｝

地
方
盆
惚
推
進
委
員
会
は
、
仔
廟
終
了
と
と
も
に
、
「
中
間
報
告
」
同
様
、
地
方
公
共
団
体
の
関
係
者
及
び
住
民
へ
の
訴
え
と
Ｉ
し
て
、

次
の
五
点
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
（
１
）
意
識
改
革
の
徹
底
と
第
一
次
分
権
改
革
の
成
果
を
最
大
限
に
活
用
し
た
「
自
治
能
力
」
の
実

証
、
（
２
）
中
央
地
方
関
係
の
櫛
造
改
革
の
推
進
に
先
導
的
な
取
り
組
み
、
（
３
）
横
造
改
革
を
推
進
と
自
主
的
な
合
併
の
推
進
、
（
４
）
男
女

共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
た
更
な
る
自
覚
的
努
力
、
（
５
）
地
方
公
共
団
体
の
関
係
者
と
住
民
の
協
働
に
よ
る
本
来
の
「
公
共
社
会
」

の
創
造
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
四
八

方
自
治
法
等
に
よ
る
画
一
的
な
制
度
規
制
を
ど
の
程
度
ま
で
緩
和
す
る
こ
と
が
一
蚤
当
な
の
か
、
真
剣
に
議
論
す
る
こ
と
。

⑥
懲
法
第
八
章
第
九
二
条
の
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
の
内
容
を
具
体
化
し
、
分
梅
型
社
会
の
制
度
保
障
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
一
忽
束

〈
川
）

で
あ
っ
た
。

を
轍
呼
想
す
る
こ
と
。

（
５
）
地
方
分
権
改
革
の
特
徴
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地
方
分
権
一
括
法
の
内
容
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、
今
回
の
分
権
改
革
の
内
容
は
次
の
四
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

①
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
及
び
政
府
事
務
の
再
編
（
自
治
事
務
及
び
法
定
受
託
事
務
）
、
②
地
方
事
務
官
制
度
の
廃
止
及
び
必
置
規

制
の
縮
小
、
③
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
関
与
の
ル
ー
ル
化
及
び
係
争
処
理
仕
組
み
（
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
）
の
新
設
、
④
都
道
府

〈
別
）

県
と
市
町
村
の
関
係
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
地
方
分
権
改
革
の
性
格
を
象
徴
す
る
機
関
委
任
事
務
制
度
か
ら
自
治
事
務
へ
の
変
化
に
分
権
改
革
の
意
義
を
求
め
、
「
分
権
改
革

（
理
）

の
出
発
占
筐
と
し
て
位
置
づ
け
る
辻
山
は
地
方
分
権
改
革
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

一
九
四
五
年
の
「
八
・
’
五
解
放
」
に
伴
い
、
一
九
四
九
年
七
月
に
－
，
地
方
自
治
法
」
が
制
定
さ
れ
、
議
決
機
関
と
し
て
の
地
方
議
会

と
執
行
機
関
の
設
置
と
と
も
に
、
ソ
ウ
ル
特
別
市
長
と
道
知
事
は
大
統
領
が
任
命
す
る
な
ど
地
方
自
治
の
実
施
が
期
待
さ
れ
て
い
た
も
の

地
方
分
梅
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
騨
比
較
雨
）

一
四
九

今
回
の
分
権
改
革
は
国
・
自
治
体
の
関
係
の
改
善
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
長
ら
く
続
い
て
き
た
右
肩
上
が
り
の
社
会
の
終
焉
。
そ
の
時
代
を
リ

ー
ド
し
た
行
政
、
と
り
わ
け
中
央
主
導
の
画
一
的
な
政
策
遂
行
の
限
界
と
他
方
で
の
非
政
府
分
野
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
領
域
へ
の
参
入
と
い
う
、
新
し
い
状

況
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
主
体
と
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
市
民
団
体
が
台
頭
し
て
き
て
い
る
。
ひ
と
び
と
の

暮
ら
し
や
地
域
の
あ
り
よ
う
を
中
央
政
府
の
決
定
と
行
政
に
よ
る
充
足
に
依
存
し
て
き
た
時
代
は
終
わ
り
、
地
域
で
自
治
体
で
自
己
決
定
し
多
様
な
主
体

が
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
役
割
を
担
い
合
う
時
代
へ
条
件
整
備
、
そ
れ
が
今
回
の
地
方
分
権
で
あ
る
。

三
韓
国
の
地
方
分
権
の
法
的
枠
組
み
と
そ
の
特
徴

（
１
）
戦
後
地
方
自
治
の
制
度
的
展
開
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表３地方分権改革の流れ

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

ヨのⅡ11万移翻{陸

’
五
○

の
、
「
治
安
確
保
が
最
優
先
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
こ
の
法
律

は
保
留
さ
れ
た
。

そ
の
後
も
、
一
九
五
二
年
の
四
月
と
五
月
に
地
方
議
会
選
挙

が
実
施
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
時
期
の
地
方
自
治
は
政
権
の
長

期
化
の
道
具
と
し
て
改
悪
さ
れ
る
な
ど
そ
の
制
度
化
の
道
は
険

し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
○
年
二
月
に
地

方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
市
・
道
・
邑
・
面
に
対
す
る
地
方

自
治
の
全
面
的
実
施
が
決
ま
り
、
同
一
二
月
に
は
改
正
さ
れ
た

法
律
に
基
づ
き
地
方
議
会
と
地
方
自
治
団
体
の
選
挙
が
行
わ
れ

た
も
の
の
、
一
九
六
一
年
六
月
に
「
軍
事
革
命
委
員
会
木
坐
ロ
第

四
号
」
に
よ
り
地
方
議
会
は
解
散
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま

た
、
同
年
六
月
の
地
方
措
置
法
第
二
○
条
に
基
づ
き
道
知
事
・

市
長
・
郡
守
は
任
命
制
と
な
り
、
同
年
九
月
の
「
地
方
自
治
に

関
す
る
臨
時
措
置
法
」
に
お
い
て
は
地
方
自
治
団
体
の
長
を
中

央
政
府
が
任
命
す
る
国
家
公
務
員
と
し
て
規
定
し
、
一
九
八
九

年
の
地
方
自
治
の
判
辿
度
的
復
活
ま
で
、
近
代
史
の
舞
台
か
ら
姿

を
消
す
こ
と
と
な
っ
た
。

区分 内容

1991年

地方自治制度の復活，基礎自治団体の地方議会（３月）・広域自治

団体の地方議会（６月）の識成

地方移識合同審議会の股樋（７月）

1995年
４大同時地方選挙の実施（基礎自治団体の長・議員，広域地方自治

団体の長・議員）

1999年

｢中央行政権限の地方移譲促進等に関する法律」の制定（法律第

5710号，１月）

地方移調推進委員会の設魁（８月）

2003年
政府革新地方分権委員会の発足（`１月）

｢地方分椛推進ロードマップ」の発表（７月）

2004年
｢地方分椛特別法」の制定（１月)，「住民投票法」の制定（１月）

｢地方分権５か年総合実行計画」の策定（11月）

2005年 済州道の行政区域再編をめぐる住民投票の実施（７月）

2006年 済州特別自治道の施行（７月）
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地
方
分
権
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
○
年
代
以
降
、
地
方
分
権
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
議
論
は
一
部
に
お
い
て
散
発
的
に
行
わ
れ

た
も
の
の
そ
れ
ほ
ど
具
体
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
中
央
行
政
機
関
の
権
限
を
地
方
に
移
譲
す
る
動
き
が
制
度
的
な
試
み
と
し
て
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
○
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
中
央
行
政
機
関
の
必
要
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
本
来

の
分
権
化
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
鋼
）

一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
八
年
に
か
け
て
中
央
政
府
は
「
地
方
移
誠
合
同
審
議
会
」
（
国
務
総
理
訓
〈
祠
）
を
設
け
、
行
政
事
務
の
配
分

の
た
め
の
基
礎
調
査
を
行
い
、
三
七
○
一
件
の
事
務
を
調
査
・
分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
五
四
％
に
当
た
る
二
○
○
八
件
の
事
務
を
地

（
別
）

方
に
移
譲
す
る
事
務
と
し
て
確
定
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
地
方
移
譲
合
同
審
議
会
は
国
務
総
理
訓
令
以
外
の
明
確
な
法
的
根
拠
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
に
く
わ
え
、
審
議
会
の
連

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
｝

一
五
一

戦
後
の
民
主
化
運
動
が
実
を
結
び
、
一
九
八
九
年
四
月
の
四
党
合
意
（
民
政
党
・
平
民
党
・
民
主
党
・
共
和
党
）
に
よ
り
復
活
し
た
新

し
い
「
地
方
自
治
法
」
に
基
づ
き
、
一
九
九
一
年
に
は
基
礎
議
員
選
挙
と
広
域
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、
地
方
自
治
は
制
度
的
に
復
活
し
た
。

そ
の
後
、
一
九
九
五
年
六
月
に
基
礎
議
員
と
基
礎
自
治
団
体
の
長
、
広
域
議
員
と
広
域
自
治
団
体
の
長
を
選
ぶ
選
挙
第
一
回
全
国
同
時

選
挙
が
行
わ
れ
、
一
九
四
九
年
の
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
地
方
自
治
の
完
全
実
施
と
な
っ
た
。
一
九
九
九
年
八
月
に
地
方
自
治
法
の
改
正

に
お
い
て
は
地
方
議
会
の
会
期
制
度
を
各
地
方
自
治
団
体
の
状
況
に
応
じ
て
弾
力
的
に
連
用
す
る
こ
と
な
ど
の
改
善
が
行
わ
れ
、
先
進
的

な
地
方
自
治
制
度
の
定
着
に
向
け
て
制
度
改
革
が
進
行
中
で
あ
り
、
二
○
○
六
年
五
月
三
一
日
に
は
、
第
四
回
全
国
地
方
選
挙
が
行
わ
れ

た
。

（
２
）
中
央
行
政
権
限
の
地
方
移
譲
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法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
五
二

（
蜜
）

営
方
法
に
お
い
て
も
法
制
度
的
な
根
拠
が
不
備
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
以
上
作
業
に
は
至
言
ｂ
な
か
っ
た
。

一
九
九
八
年
に
登
場
し
た
金
大
中
政
府
（
国
民
の
政
府
）
は
、
こ
う
し
た
地
方
移
譲
合
同
審
議
会
の
問
題
点
を
参
考
に
、
地
方
分
権
改

革
の
制
度
的
枠
組
み
と
し
て
、
一
九
九
九
年
一
月
に
「
中
央
行
政
権
限
の
地
方
移
譲
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
（
法
律
第
五
七
一
○
号
、

以
下
、
地
方
移
譲
法
と
い
う
）
を
制
定
し
た
。

こ
の
地
方
移
譲
法
は
「
中
央
行
政
機
関
の
権
限
を
効
率
的
に
地
方
自
治
団
体
に
移
譲
で
き
る
よ
う
に
制
度
的
装
置
を
設
け
る
こ
と
に
よ

り
、
中
央
政
府
機
能
の
地
方
移
譲
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
団
体
の
自
律
性
・
賢
佇
体
性
を
強
化
し
、
住
民
の
福
利
増
進
と
国
家

競
争
力
の
向
上
を
図
る
」
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
中
央
行
政
機
関
の
権
限
を
地
方
自
治
団
体
に
委
譲
す
る
場
合
に
は
、
地
方
自
治
団
体
の
状
況
及
び
能
力
を
考
慮
す
る
と
も
に
、
地
方

自
治
団
体
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
方
自
治
団
体
が
自
主
的
決
定
と
責
任
の
も
と
で
事
務
を
処
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
可
能
な
限
り
関
連
す
る
事
務
の
一
切
を
同
時
に
移
譲
す
る
と
と
も
に
、
住
民
の
福
利
及
び
生
活
便
宜
と

直
接
関
連
す
る
事
務
は
市
・
郡
・
区
に
優
先
的
に
配
分
す
る
（
法
第
三
条
）
。

②
国
家
と
地
方
自
治
団
体
間
に
お
い
て
事
務
を
配
分
す
る
に
当
た
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
ｎ
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
国
家
事
務
を
除
き
、

可
能
な
限
り
地
方
自
治
団
体
に
配
分
す
る
（
法
第
四
条
）
。

③
中
央
行
政
機
関
の
長
は
、
権
限
の
地
方
移
譲
と
と
も
に
委
譲
さ
れ
た
事
務
が
円
滑
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
、
行
政
的
・
財
政
的
支
援

を
平
行
し
て
行
い
、
そ
里
々
法
及
び
規
模
な
ど
に
対
し
て
は
中
央
行
政
機
関
間
及
び
地
方
自
治
団
体
間
の
財
政
支
援
の
均
衡
維
持
な

ど
の
た
め
に
行
政
自
治
部
長
官
と
協
議
す
る
（
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）
。

④
中
央
行
政
権
限
の
地
方
鹿
）
譲
な
ど
を
効
率
的
に
推
進
す
る
た
め
に
、
大
統
領
所
属
下
に
地
方
移
譲
推
進
委
員
会
を
設
歴
す
る
と
と
も
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に
、
地
方
移
譲
推
進
委
員
会
に
地
方
移
譲
対
象
事
業
の
調
査
及
び
移
譲
決
定
権
な
ど
を
付
与
す
る
（
法
第
六
条
及
び
第
七
条
）
。

⑤
地
方
移
譲
な
ど
の
対
象
事
務
を
確
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
地
方
自
治
団
体
の
規
模
と
能
力
な
ど
を
考
慮
し
、
そ
の
差
を
設
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
既
に
移
譲
さ
れ
た
事
務
の
場
合
に
お
い
て
も
、
地
方
自
治
団
体
よ
り
中
央
行
政
機
関
に
お
い
て

処
理
す
る
こ
と
が
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
中
央
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
自
治
団
体
の
長
が
地
方
移
譲
推
進
委
員
会
に
還

元
決
定
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
第
一
八
条
）
。

⑥
所
管
事
務
に
対
し
て
地
方
移
譲
の
対
象
と
し
て
通
報
を
受
け
た
中
央
行
政
機
関
の
長
は
、
地
方
移
譲
推
進
委
員
会
が
定
め
る
期
限
内

に
法
令
の
改
正
な
ど
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
施
す
（
法
第
一
九
条
）
。

こ
の
地
方
移
譲
法
の
制
定
と
と
も
に
、
二
○
○
｜
年
一
二
月
ま
で
を
地
方
移
譲
の
準
備
及
び
地
方
移
譲
の
推
進
段
階
と
し
て
設
定
し
、

具
体
的
に
は
一
九
九
九
年
七
月
に
同
法
施
行
令
の
制
定
・
公
布
、
同
年
八
月
に
は
「
地
方
移
譲
推
進
委
員
会
」
の
設
置
、
同
年
一
○
月
に

は
「
地
方
移
譲
推
進
実
務
委
員
会
」
・
「
地
方
移
譲
支
援
チ
ー
ム
一
が
設
置
さ
れ
た
。
二
○
○
○
年
二
月
に
は
「
地
方
移
譲
推
進
基
本
計

画
」
を
作
成
し
、
中
央
行
政
事
務
の
実
態
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
同
年
二
月
に
は
「
地
方
移
譲
行
政
・
財
政
支
援
団
」
が
設
置
さ
れ

本
格
的
な
地
方
移
譲
が
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
「
地
方
移
譲
推
進
委
員
会
」
は
、
現
在
ま
で
続
い
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
（
一
九
九
九
年
八
月
～
二
○
○
一
年
九
月
）
、
第
二
次
（
二
○
○
一
年
九
月
～
一
一
○
○
三
年
九
月
）
、
第
一
一
一

次
（
二
○
○
四
年
六
月
～
現
在
）
で
あ
る
。

し
か
し
、
地
方
移
譲
推
進
委
員
会
の
意
欲
的
な
活
動
と
は
裏
腹
に
、
地
方
移
譲
の
実
績
は
期
待
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
一
九
九
九
年
に
は
一
一
一
一
件
、
二
○
○
○
年
に
は
二
四
四
件
、
二
○
○
一
年
に
は
二
二
六
件
、
一
一
○
○
二
年
に
は
一
一
一
六
五
件
、
二
○
○

一
一
一
年
に
は
二
一
一
一
一
一
一
件
な
ど
、
計
三
一
一
一
七
四
件
の
事
務
に
関
し
て
審
議
を
行
っ
た
も
の
の
、
地
方
へ
の
移
譲
が
確
定
さ
れ
た
事
務
は
全
体
の

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

一
五
三
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地
方
分
権
改
革
の
土
台
を
形
成
し
た
こ
の
中
央
行
政
権
限
の
地
方
移
譲
の
推
進
が
期
待
以
下
の
実
績
し
か
達
成
で
き
な
か
っ
た
理
由
と

し
て
、
組
織
割
拠
主
義
と
も
い
え
る
部
署
（
省
庁
）
の
利
益
保
護
と
、
事
務
別
の
断
片
的
な
移
譲
方
式
、
住
民
の
関
心
と
参
加
の
低
迷
、

（
幻
）

地
方
自
治
団
体
の
自
律
的
な
革
新
努
力
の
不
足
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
問
題
点
を
踏
ま
え
、
一
九
九
九
年
か
ら
の
地
方
移
譲
推
進
委
員
会
の
活
動
を
「
総
合
的
・
体
系
的
な
地
方
分
権
の
推
進
力
の

不
足
に
く
わ
え
、
地
方
自
治
団
体
の
自
己
革
新
の
努
力
の
欠
如
、
国
民
の
実
質
的
か
つ
体
験
的
な
分
権
効
果
の
貧
弱
」
に
あ
る
と
評
価
す

る
虞
武
鉱
政
府
の
地
方
分
権
改
革
の
方
向
性
は
、
地
方
分
権
改
革
を
含
む
行
政
改
革
に
お
い
て
の
国
民
的
関
心
を
誘
発
す
る
多
様
な
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
提
供
に
よ
る
「
民
主
的
か
つ
分
権
型
の
国
政
運
営
体
制
の
確
立
」
に
集
約
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
地
方
分
権
に

対
す
る
国
民
的
関
心
の
誘
発
と
い
う
側
面
か
ら
考
え
ら
れ
た
の
が
、
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
８
日
ョ
：
）
」
の
作
成
で
あ
る
。
慮
武
鉱
政
府

は
、
二
○
○
二
年
の
一
二
月
に
行
わ
れ
た
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
地
方
分
権
に
関
す
る
特
別
法
の
制
定
を
大
統
領
の
選
挙
公
約
の
一
つ

と
し
て
採
択
し
て
お
り
、
主
要
政
策
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。

二
○
○
三
年
四
月
に
「
政
府
改
革
の
推
進
戦
略
と
計
画
」
と
い
う
報
告
書
を
通
じ
て
、
行
政
改
革
の
全
般
に
か
か
わ
る
推
進
方
法
、
先

し
か
も
地
方
移
譲
の
決
定
と
と
も
に
法
令
改
正
が
伴
わ
れ
た
事
務
の
件
数
は
、
そ
の
約
二
五
％
の
二
五
○
件
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
成
果
は

（
班
）

期
待
以
下
の
も
の
で
あ
っ
た
。

三
二
％
の
一
○
九
（

っ
と
小
さ
く
な
る
。

（
３
）
地
方
分
権
推
進
計
画
の
策
定
過
程

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
五
四

一
○
九
○
件
に
止
ま
っ
た
。
ま
た
、
広
域
地
方
政
府
か
ら
基
礎
自
治
団
体
に
移
譲
さ
れ
た
三
九
一
件
を
除
け
ば
そ
の
件
数
は
も
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地
方
分
権
の
計
画
的
な
推
進
の
た
め
に
、
限
時
法
と
し
て
二
○
○
四
年
一
月
に
制
定
さ
れ
た
韓
国
の
「
地
方
分
権
特
別
法
」
（
法
律
第

七
○
六
○
号
）
の
制
定
目
的
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
国
家
及
び
地
方
自
治
団
体
の
総
体
的
か
つ
根
本
的
な
革
新
に
導

く
こ
と
が
で
き
る
地
方
分
権
の
画
期
的
な
推
進
を
通
じ
て
分
権
型
の
国
家
運
営
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
の
活
力
を
増
進
し
、

国
家
発
展
を
図
る
た
め
に
、
地
方
分
権
の
推
進
に
必
要
な
国
家
的
責
務
と
課
題
を
明
示
す
る
と
と
も
に
こ
れ
を
効
率
的
に
推
進
す
る
機
構

並
び
に
そ
の
手
続
き
を
定
め
る
こ
と
」
が
こ
の
法
律
の
目
的
で
あ
っ
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
地
方
自
治
団
体
が
そ
の
地
域
に
関
す
る
政
策
を
自
立
的
に
決
定
し
、
自
己
の
責
任
の
も
と
で
執
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

国
家
及
び
地
方
自
治
団
体
が
合
理
的
に
役
割
を
分
担
す
る
こ
と
に
よ
り
実
り
の
あ
る
地
方
自
治
の
実
現
を
地
方
分
権
の
基
本
理
念
と

し
た
こ
と
（
法
律
第
三
条
）
。

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

一
五
五

導
課
題
、
国
民
の
認
識
変
化
に
対
す
る
戦
略
が
示
さ
れ
た
。
地
方
分
権
改
革
に
関
し
て
は
、
「
参
与
政
府
の
地
方
分
権
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
推

進
方
向
」
三
○
○
三
年
五
月
）
と
い
う
報
告
書
の
中
で
、
地
方
分
権
の
必
要
性
、
地
方
分
権
の
現
況
、
地
方
分
権
改
革
の
ビ
ジ
ョ
ン
と

推
進
方
向
、
推
進
原
則
と
戦
略
、
当
面
の
課
題
と
重
点
課
題
な
ど
を
示
し
て
い
た
。

こ
の
報
告
書
の
「
当
面
の
課
題
「
｜
に
お
い
て
は
、
同
年
七
月
ま
で
は
「
地
方
分
権
推
進
計
画
」
の
作
成
・
公
表
、
同
年
九
月
ま
で
は

「
地
方
分
権
特
別
法
」
の
制
定
、
中
央
政
府
と
地
方
自
治
団
体
間
の
画
期
的
な
権
限
委
譲
の
推
進
、
地
方
自
治
団
体
の
自
律
性
と
住
民
参

加
の
拡
大
の
た
め
の
自
治
立
法
、
自
治
組
織
権
の
拡
大
、
地
方
自
治
団
体
四
大
協
議
体
の
機
能
お
よ
び
協
力
の
強
化
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

た
。

（
４
）
地
方
分
権
特
別
法
の
目
的
と
主
な
内
容
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四
巻
第
二
号

一
五
六

②
国
家
は
、
地
域
住
民
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
事
務
に
つ
い
て
は
市
・
郡
及
び
自
治
区
の
事
務
に
、
市
・
郡
及
び
自
治
区
が
処
理
し
に

く
い
事
務
に
つ
い
て
は
特
別
市
と
広
域
市
及
び
道
の
事
務
に
、
特
別
市
と
広
域
市
及
び
道
が
処
理
し
に
く
い
事
務
は
国
家
事
・
務
と
し

て
そ
れ
ぞ
れ
配
分
す
る
こ
と
（
法
律
第
六
条
）
。

③
国
家
は
、
特
別
地
方
行
政
機
関
が
行
っ
て
い
る
事
務
の
う
ち
地
方
自
治
団
体
が
遂
行
す
る
こ
と
が
も
っ
と
効
率
的
な
事
務
は
地
方
自

治
団
体
が
担
当
し
、
新
し
い
特
別
地
方
行
政
機
関
を
設
置
す
る
と
き
に
は
そ
の
機
能
が
地
方
自
治
団
体
に
お
い
て
遂
行
し
て
い
る
機

能
と
類
似
又
は
重
複
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
（
法
律
第
一
○
条
の
ど
。

④
国
家
は
、
地
方
教
育
に
対
す
る
地
方
自
治
団
体
の
権
限
と
責
任
を
強
化
し
、
住
民
参
加
を
拡
大
す
る
等
、
教
育
自
治
制
度
を
改
善
す

る
こ
と
（
法
律
第
一
○
条
の
二
）
。

⑤
国
家
は
、
地
方
行
政
と
治
安
行
政
の
連
携
性
を
確
保
し
、
地
域
特
性
に
適
合
す
る
治
安
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
自
治
警
察
制

度
を
導
入
す
る
こ
と
（
法
律
第
一
○
条
の
三
）
。

⑥
国
家
は
、
国
税
と
地
方
税
の
税
源
を
合
理
的
に
調
整
し
、
地
方
交
付
税
の
法
定
率
を
段
階
的
に
上
向
調
整
す
る
と
と
も
に
、
国
庫
補

助
金
制
度
を
改
善
す
る
等
、
地
方
財
政
の
発
展
法
案
を
設
け
る
こ
と
（
法
律
第
二
条
）
。

⑦
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
の
自
治
立
法
権
を
強
化
し
、
組
織
運
営
及
び
人
事
管
理
の
自
律
性
を
保
障
す
る
等
、
地
方
自
治
団
体
の
自

治
行
政
力
量
を
強
化
す
る
こ
と
（
法
律
第
一
二
条
）
。

⑧
国
家
及
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
議
会
議
員
の
専
門
性
を
高
め
、
地
方
議
会
議
長
の
地
方
議
会
所
属
公
務
員
に
対
す
る
独
立
的
な

権
限
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
（
法
律
第
一
三
条
）
。

⑨
国
家
及
び
地
方
自
治
団
体
は
、
国
民
投
票
制
度
、
住
民
召
喚
制
度
、
住
民
訴
訟
制
度
の
導
入
方
案
を
模
索
す
る
等
、
住
民
の
直
接
参
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こ
の
－
１
地
方
分
権
特
別
法
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
地
方
分
権
の
必
要
性
は
、
次
の
五
つ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
国
家
（
中
央
）
と

地
方
政
府
の
共
生
的
機
能
回
復
、
②
権
力
集
中
に
よ
る
腐
敗
の
防
止
、
③
地
域
感
情
の
緩
和
、
④
住
民
役
割
の
活
性
化
、
⑤
住
民
の
便
益

と
影
響
力
の
増
大
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
上
、
地
方
分
権
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
「
国
家
は
地
方
自
治
団
体
の
自
律
性
を
尊
重
し
、
住
民
の
参
加
を
最
大
限
保
障
し
な
け

（
羽
）

｛
”
）
 

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
自
律
と
参
加
の
原
則
」
（
法
律
第
七
条
）
の
下
で
、
「
前
分
権
・
後
捕
一
元
の
原
則
」
・
「
補
充
性
の
原
理
」
・
「
包

（
抑
｝

括
性
の
原
理
」
を
地
方
分
権
の
一
二
大
推
進
原
則
と
し
て
採
択
し
、
集
中
的
な
分
権
改
革
を
目
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
｜
‐
事
務
配
分
の
原
則
」
（
法
律
第
六
条
）
を
設
け
、
国
家
と
地
方
自
治
団
体
の
事
務
配
分
の
四
大
原
則
と
し
て
、
①
重
複
排
除
、

②
補
充
性
に
よ
る
配
分
、
③
包
括
的
配
分
、
④
民
間
部
門
の
自
律
性
保
障
を
規
定
し
て
い
る
。

等
で
あ
っ
た
。

加
制
度
を
強
化
す
る
こ
と
（
法
律
第
一
四
条
）
。

⑩
地
方
分
権
推
進
課
題
の
総
合
的
も
体
系
的
推
進
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
に
、
大
統
領
所
属
の
も
と
に
地
方
分
権
推
進
の
た

め
の
委
員
会
を
圃
き
、
当
委
員
会
に
し
て
地
方
分
権
に
関
す
る
実
践
計
画
の
推
進
状
況
を
評
価
し
、
大
統
領
に
報
告
す
る
こ
と
（
法

律
第
一
七
条
及
び
第
二
一
条
第
一
項
）
、
そ
し
て
、
こ
の
法
律
律
の
有
効
期
間
を
施
行
曰
か
ら
五
年
と
し
た
こ
と
（
法
律
附
則
第
二

そ
の
後
、
二
○
○
三
年
七
月
に
は
、
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
「
地
方
分
権
推
進
計
画
」
（
以
下
、
地

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
〈
申
）

一
五
七

項
）
。（
５
）
地
方
分
権
推
進
計
画
の
策
定
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民
主
的
統
制
体
系
の
確
立
、

化
の
た
め
の
基
盤
強
化
、
（

能
の
強
化
が
そ
れ
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
五
八

方
分
権
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
い
う
）
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
地
方
分
権
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
「
七
大
基
本
方
針
と
二
○
課
題
」
（
後
に
七
大
課

〈
川
）

題
四
七
課
題
に
拡
大
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
今
云
は
、
地
方
分
権
を
推
進
す
る
上
で
、
①
分
権
の
誘
発

効
果
の
高
い
課
題
を
先
導
課
題
と
し
て
設
定
し
優
先
的
に
推
進
す
る
、
②
財
政
分
権
を
分
権
戦
略
の
革
新
戦
略
と
す
る
、
③
地
方
自
治
団

体
の
自
発
的
革
新
と
連
携
す
る
こ
と
を
推
進
戦
略
と
し
、
中
で
も
、
「
中
央
政
府
と
地
一
夕
政
府
間
の
権
限
再
配
分
」
及
び
「
画
期
的
な
財

政
分
権
」
に
最
優
先
順
位
が
与
え
ら
れ
、
権
限
移
譲
の
連
続
線
上
に
お
い
て
地
方
分
権
を
進
め
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

地
方
分
権
推
進
計
画
の
七
大
課
題
は
、
邇
武
絃
政
府
に
お
い
て
の
地
方
分
権
改
革
の
基
本
的
方
向
を
明
確
に
あ
ら
わ
す
も
の
で
、
そ
の

内
容
は
、
①
中
央
政
府
ｌ
地
方
自
治
団
体
間
の
権
限
の
再
配
分
、
②
画
期
的
な
財
政
分
権
の
推
進
、
③
地
方
自
治
団
体
の
自
治
力
量
の
強

化
、
④
地
方
議
会
の
活
性
化
及
び
選
挙
制
度
の
改
善
、
⑤
地
方
自
治
団
体
の
責
任
性
の
強
化
、
⑥
市
民
社
会
の
活
性
化
、
⑦
協
力
的
な
政

府
間
関
係
の
模
索
の
七
つ
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
二
○
の
課
題
と
し
て
は
、
①
地
方
分
権
推
進
の
基
盤
強
化
、
②
中
央
行
政
権
限
の
画
期
的
な
地
方
移
譲
、
③
地
方
教
育
自
治
制

度
の
改
善
、
④
地
方
自
治
警
察
制
度
の
導
入
、
⑤
特
別
地
方
一
口
政
機
関
の
整
備
、
⑥
地
方
財
政
力
の
拡
大
と
不
均
衡
の
緩
和
、
⑦
地
方
税

制
制
度
の
改
善
、
⑧
地
方
財
政
の
自
律
性
強
化
、
⑨
地
方
財
政
運
営
の
透
明
性
と
健
全
性
の
確
保
、
⑩
地
方
自
治
権
限
の
強
化
、
⑪
自
治

体
の
内
部
革
新
及
び
公
務
員
の
力
且
強
化
、
⑫
地
方
議
会
の
活
性
化
の
模
索
、
⑬
地
方
選
挙
制
度
の
改
善
、
⑭
地
方
自
治
団
体
に
対
す
る

民
主
的
統
制
体
系
の
確
立
、
⑮
地
方
自
治
団
体
に
対
す
る
評
価
制
度
の
導
入
、
⑯
多
様
な
市
民
参
加
制
度
の
導
入
、
⑰
市
民
社
会
の
活
性

化
の
た
め
の
基
盤
強
化
、
⑱
中
央
地
方
間
の
協
力
体
制
の
強
化
、
⑲
地
方
自
治
団
体
間
の
協
力
体
制
の
強
化
、
⑳
政
府
間
の
紛
争
調
整
機

こ
の
七
大
基
本
方
向
と
二
○
の
課
題
の
中
に
は
、
地
方
分
権
改
革
に
対
す
る
こ
の
地
方
分
権
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
基
本
的
な
問
題
認
識
が
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図１地方分権の推進体系

地
方
分
撤
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

財

(出典）政府革新地方分柵委員会資料（200

あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
機
関
委
任
事

務
を
含
め
国
家
全
体
の
七
六
％
を
占
め
る
国
家
事
務
の
多

さ
、
八
対
二
に
及
ぶ
中
央
と
地
方
の
財
政
的
不
均
衡
、
制

度
的
に
不
完
全
な
地
方
自
治
制
度
、
住
民
参
加
制
度
の
不

備
と
自
治
力
量
の
欠
如
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た

問
題
に
対
応
す
る
形
で
策
定
さ
れ
た
の
が
こ
の
地
方
分
権

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
あ
り
、
推
進
課
題
と
推
進
日
程
、
そ
し

て
資
任
機
関
を
明
確
に
指
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
実

効
性
の
高
い
計
画
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
地
方
分
権
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
従
前
に
お
い
て
進

め
て
き
た
中
央
行
政
権
限
の
地
方
移
譲
の
過
程
に
お
い
て

見
ら
れ
た
問
題
点
、
す
な
わ
ち
、
地
方
移
譲
推
進
法
で
は

地
方
移
譲
の
対
象
事
務
に
対
し
て
は
一
切
規
定
し
な
い
ま

ま
、
一
括
移
譲
方
式
よ
り
は
個
別
的
な
移
譲
方
式
を
採
択

し
、
単
位
事
務
別
の
移
譲
を
行
っ
た
結
果
、
地
方
へ
の
事

務
移
譲
が
中
央
政
府
の
ご
都
合
と
反
対
に
よ
り
一
部
に
と

ど
ま
っ
た
経
験
が
補
完
さ
れ
た
。

一
五
九
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図２政府革新分権委員会の組織図

i一語灘;;雪■:：

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号人靭改革

WPI委且会

地方分権

専門妻同会

財政･税６１

委貝会

電子政1Ｗ

委貝会

革新管理

姿側会

記録管理

革新委何会

行政改革

軒1委側会

諮問委貝ｒ－－－Ｌ－－－’

:政府革新地方分権担当秘瞥官が兼職

０－－－－－－－－－」－－－－－－－０

企画運営室

行政改革ＴＥＡＭ｜｜地方分横ＴＥＡＭ｜｜財政・税制ＴＥＡＭ｜｜矼子政府ＴＥＡＭ

出典）政府革新地方分梅委員会資料（2004）より作成

一
六
○

地
方
分
権
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
は
、
既
述
の
と
お
り
、
「
先
分

権
・
後
補
完
」
・
「
補
充
性
」
・
「
補
完
性
」
の
原
則
の
も
と
で
、

先
導
課
題
の
優
先
的
推
進
、
政
府
革
新
作
業
と
の
連
携
推
進
、

中
央
部
署
（
省
庁
）
の
自
発
的
参
加
の
誘
導
、
国
民
的
な
共
感

の
拡
大
等
が
戦
略
的
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
。

地
方
分
権
特
別
法
の
規
定
（
第
一
七
条
）
に
基
づ
い
て
「
地

方
分
権
推
進
の
た
め
の
委
員
会
」
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
が
政

府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
地
方
分
権

推
進
課
題
の
総
合
的
・
体
系
的
推
進
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す

る
た
め
に
」
設
け
ら
れ
た
委
員
会
で
あ
り
、
そ
の
主
な
機
能
は
、

①
地
方
分
権
の
基
本
方
向
の
設
定
及
び
推
進
計
画
の
策
定
に
関

す
る
事
項
、
②
第
九
条
（
権
限
及
び
事
務
の
移
譲
）
及
び
第
一

六
条
（
国
家
と
地
方
自
治
団
体
の
協
力
体
制
の
確
立
）
の
規
定

に
よ
る
地
方
分
権
推
進
課
題
の
推
進
に
関
す
る
事
項
、
③
第
一

号
及
び
第
二
号
に
規
定
さ
れ
た
事
項
の
点
検
及
び
評
価
に
関
す

（
６
）
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
の
活
動

Hosei University Repository



ま
た
、
地
方
分
権
特
別
法
の
第
一
九
条
（
委
員
会
の
構
成
・
運
営
）
の
三
に
お
い
て
、
「
地
方
自
治
法
第
一
五
四
条
の
こ
の
規
定
に
よ
る

地
方
自
治
団
体
の
長
等
の
協
議
体
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
」
と
規
定
し
、
地
方
自
治
団
体
協
議
会
に
対
し
、
委
員
の
推
薦
権
を
付
与
し
た
こ

（
醜
）

と
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
上
、
地
方
分
権
の
推
進
を
効
果
的
に
進
め
る
た
め
の
制
度
的
措
置
と
し
て
「
大
統
領
へ
の
定
期
的
報
告
」
や
「
中
央
行
政
機
関
の

長
に
対
す
る
地
方
分
権
実
践
計
画
の
策
定
及
び
委
員
会
へ
の
提
出
」
を
義
務
付
け
る
（
第
二
○
条
）
と
と
も
に
、
各
中
央
行
政
機
関
の
地

方
分
権
推
進
を
具
体
的
に
履
行
さ
せ
る
た
め
に
、
委
員
会
で
は
中
央
行
政
機
関
の
進
捗
状
況
を
点
検
・
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
国
務
会

議
・
大
統
領
に
報
告
す
る
こ
と
、
そ
の
評
価
結
果
に
よ
っ
て
は
中
央
行
政
機
関
の
長
に
対
し
必
要
な
措
置
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
（
第
二
一
条
）
等
、
委
員
会
の
権
限
強
化
が
図
ら
れ
て
い
た
。

る
事
項
、
④
そ
の
他
の
委
員
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
で
あ
っ
た
。

地
方
分
権
の
強
力
な
推
進
体
系
の
必
要
性
に
お
い
て
も
地
方
移
譲
委
員
会
の
経
験
は
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

中
央
省
庁
の
長
官
（
四
人
）
・
道
知
事
（
二
～
三
人
）
な
ど
を
含
め
約
二
○
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
地
方
移
譲
委
員
会
は
、
代
表

性
の
確
保
と
い
う
側
面
か
ら
は
正
当
性
を
も
っ
て
い
た
も
の
の
、
長
官
及
び
道
知
事
の
不
参
に
よ
る
定
員
の
確
保
が
難
し
く
、
大
統
領
に

よ
る
窓
意
的
な
委
員
の
委
嘱
に
よ
り
地
方
の
意
見
が
反
映
さ
れ
な
い
、
ま
た
立
法
府
と
の
連
携
が
欠
如
し
立
法
過
程
に
お
い
て
も
多
く
の

問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。

他
方
、
二
○
○
四
年
二
月
の
「
地
方
分
権
五
カ
年
総
合
実
行
計
画
」
の
策
定
の
背
景
に
は
、
現
在
の
慮
武
絃
政
権
の
任
期
内
に
お
い

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

一
一
ハ
’

（
７
）
「
地
方
分
権
五
カ
年
総
合
実
行
計
画
」
の
策
定
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表４地方分権主要課題と推進日程（2004）

]04～２０[］ 

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

六

三17台1丁政0

区分（課題数） 内容 推進日程（年）

1．中央・地方間

梅限配分（1o）

①Ili:務区分体系の改善

②I:'.央行政権限の地方移譲

③大都市特例制度の強化

④済州特別自治道の推進

⑤教育自治制度の改善

⑥自治警察制度の導入

⑦特別地方行政機関の整備

⑧地方分権化の指標開発及び分権水準測定

⑨自治団体の管轄区域の合理的調整

⑩`地方分権特別法の制定

2004～2006 

200`l～2006 

2004～2007 

2004～2006 

2004～2006 

2004～2006 

200`l～2006 

200`l～2005 

2004～2008 

完了

2．画期的な財政

分権（ﾙＩ）

①地方交付税の法定率の段階的上向調整

②地方交付税制度の改善

③国税と地方税の合理的調整

④地方税の新税源の拡大

⑤１１ｵ産税と総合土地税の課税現実化

⑥地方税の非課税減免縮小

⑦国庫補助金の整備

⑧地方予算の編成指針廃止及び補完

⑨地方償発行の承認制度改善

⑩地方余剰金制度の改善

⑪地方財政の評価機能強化

⑫自治団体の複式簿記会計制度の導入

⑪'自治団体の予算支出合理性確保

⑭１１ｲ･政迦営の透明性・健全性強化

2005～2007 

2004～2005 

2004～2006 

200`i～2006 

2004～2006 

2004～2006 

2004 

200`Ｉ 

2004～2005 

完了

2004～2005 

200`I～2007 

200`I～2006 

2004 

①自治立法権の拡大 2004～2006 

②自治組織権の強化 2004～2006 

③分権型都市計画の体系構築 2004～2005 
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④自治団体の自体革新体

軒員の人事制匿改善

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

]０４～２０OG 

⑦地方自治団体の人事の公1F件ｃ ＤＭ～２００ 

含団(本の画モ

】０１～ＩＩＵ

(出典）政府革新地方分極委員会『地方分権五カ年総合実行計画』（2004.11）

一
ハ

⑤地方公務員の教育訓練の革新 2004～2005 

⑥地方公務員の人事制度改善 2004～2006 

⑦地方自治団体の人事の公正性の再考 2004～2005 

⑧中央一地方間の人事交流の活性化 2004～2005 

4．地方議会の活

性化及び選挙制度

の改善（２）

①地方議会活動の基盤強化

②地方選挙制度の改善

2004～2006 

2004～2006 

5.自治団体の責任

性強化（５）

①自治団体に対する監査体制の改善

②住民監査請求制度の活性化

③住民訴訟制度の導入

④住民召喚（リコール）制度の導入

⑤自治団体に対する評価制度の改善

2004～2006 

2004～2005 

完了

2004～2005 

2004～2006 

6．市民社会の活

性化（５）

①条例制定・改廃請求制度の改善

②住民自治制度の改善

③自願奉仕活動の奨励・支援

④地域内専門家の政策過程への参加拡大

⑤住民投票制度の導入

2004～2005 

2004～2005 

2004～2005 

2004～2005 

完了

7．協力的政府間

関係（３）

①中央一地方自治団体間の協力体制の強化

②地方自治団体間の協力体制の強化

③紛争調整機能の強化

2004～2005 

2004～2006 

2004～2006 

｜④自治団体の自体革新体系の榔築 ’2004~20051 
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以
上
に
お
い
て
は
、
日
韓
両
国
に
お
け
る
地
方
分
権
の
制
度
化
に
関
す
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
基
本
法
の
制
定
と
推
進
計
画
の
策
定
、

分
権
委
員
会
の
活
動
に
焦
点
を
合
わ
せ
記
述
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
法
形
式
的
な
側
面
か
ら
、
日
韓
両
国
の
地
方
分
権
の
推
進
を
具
体
的

に
担
保
す
る
た
め
の
基
本
法
の
性
格
を
有
す
る
「
地
方
分
権
推
進
法
」
と
「
地
方
分
権
特
別
法
」
の
基
本
的
な
構
成
は
次
の
表
５
の
と
お

り
相
当
の
制
度
的
類
似
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
形
式
上
の
類
似
性
が
直
ち
に
制
度
・
政
策
の
類
似
性
に
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
地
方
制
度

の
位
置
づ
け
は
一
国
の
政
治
体
制
・
統
治
シ
ス
テ
ム
に
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
地
方
分
権
の
推
進
が
共
通
的
課
題
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
六
四

て
効
率
的
な
地
方
分
権
を
も
っ
と
具
体
的
に
進
め
た
い
と
い
う
政
府
意
思
の
表
明
が
あ
る
一
方
、
地
方
分
権
特
別
法
の
制
定
や
住
民
投
票

制
度
の
導
入
、
地
方
譲
与
金
法
の
廃
止
、
住
民
訴
訟
制
度
の
導
入
（
地
方
自
治
法
改
正
）
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
地
方
分
権
課
題
に
対
す
る

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
日
程
が
大
幅
に
遅
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
当
初
の
地
方
分
権
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
の
日
程
で
あ
っ
た
二
○
○
一
一
一
～
二
○
○
七
年
の
計
画
日
程
は
、
二
○
○
四
～
二
○
○
八
年
へ
と
変
更
さ
れ
た
。

こ
の
分
権
五
カ
年
計
画
の
策
定
に
際
し
て
は
、
主
管
部
署
で
あ
る
行
政
自
治
部
と
の
協
議
（
二
○
○
四
年
二
月
～
四
月
）
の
ほ
か
、
関

（
鋼
）

連
す
る
中
央
部
署
及
び
地
方
四
大
協
議
体
と
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
（
二
○
○
四
年
五
月
）
。
そ
の
結
果
、
中
央
省
庁
に
お
い
て
は
、
中

央
と
地
方
の
構
造
調
整
の
連
携
や
地
一
忽
旧
費
税
の
新
設
等
が
要
請
さ
れ
、
地
方
自
治
団
体
か
ら
は
国
政
に
お
け
る
地
方
の
参
加
及
び
自
律

性
の
拡
大
、
課
題
の
推
進
時
期
の
調
整
等
が
建
議
さ
れ
た
。

お
わ
り
に
卵
地
方
分
権
に
関
す
る
法
的
仕
組
み
の
特
徴
と
相
違
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表５日韓における地方分権推進の法的枠組みの比較

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

六
五

(出典〕政府革新地方分樋委圖会資料（2004）に追加作成

区分
地方分権推進法

(日本）

地方移譲促進法

(韓国）

地方分権特別法

(韓国）

法制定目的

地方分権の基本理念の

定立、中央・地方間の

責任明確化、地方公共

団体の自律性向上、分

権化関連基本施策の決

定、分権体制の整備計

画推進

事務の合理的配分、地

方自治団体の自律性向

上

地方分権の方向性提示、

地方分権の戦略的推進お

よび分権課題の明確化、

地方自治団体の自律性向

上

基本理念および原則
中央・地方間の基本

的・一般的役割規定、

中央の行財政支援義

務、地方自治団体の行

政改革と市民参加の拡

大

地方自治団体優先の原

則、基礎自治団体優先

の原則、地方自治団体

の能力向上のための中

央義務規定

地方分権の基本理念、中

央と地方自治団体の責

務、事務配分の原則、目

律と参加の原則

分権化関連の主要分野
権限の移譲、必趨規制

の緩和および廃止、国

家関与の縮小および廃

止、補助金制度などの

改革

権限および税源の移

譲、移譲のための計画

作成（財政支援計画を

含む）

権限および事務の移譲、

特別地方行政機関の整

備、地方財政の拡充・健

全性強化、自治行政の責

任性強化など７分野2０

課題の選定

推進機禰の櫛成
地方分権推進委員会

(総理大臣直属）

地方移譲推進委員会

(大統領直属）

政府革新地方分権委員会

(大統領直属）

制定年度 1995 1999 2004 

法律の時限
時限法（5年、2000年

失効）

規定なし 時限法（5年、2008年失

効）

後

鴬
冠

地方分権一括法の施行

(2000)、地方分権改革

推進会議設腫（2001）
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法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
一
ハ
ー
ハ

位
圃
づ
け
や
意
味
合
い
は
非
常
に
拘
痒
雑
な
も
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
地
方
分
権
に
関
す
る
基
本
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
あ
る
「
地
方
分
権
推
進
法
」
百
本
、
一
九
九
五
、
全
一
七
条
）
と

「
地
方
分
権
特
別
法
」
（
韓
国
、
二
○
○
四
、
全
二
一
条
）
の
法
条
文
の
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
（
資
料
参
照
）
。

ま
ず
、
法
条
文
上
の
樹
成
に
お
い
て
は
、
両
法
と
も
、
地
一
々
分
権
の
基
本
理
念
、
国
と
地
方
の
責
務
・
役
割
分
担
、
推
進
構
禰
（
委
員

会
）
の
樹
成
と
そ
の
機
能
、
そ
し
正
鰹
付
か
ら
五
年
と
い
う
一
目
効
加
閣
回
を
設
け
た
時
限
法
で
あ
る
側
面
か
ら
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

「
地
方
分
権
推
進
法
」
の
楢
成
に
比
べ
、
「
地
方
分
権
特
別
法
」
の
条
文
樹
成
上
の
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
①
地
方
分
権
の
定
義
（
第
二
条
）
、
②
他
の
法
律
の
制
定
・
改
定
の
原
則
（
第
四
条
）
、
③
事
務
配
分
の
原
則
曇
ヱ
ハ
条
）
、

④
自
律
と
参
加
の
原
則
（
第
七
条
）
、
⑤
地
方
分
権
の
政
策
の
実
験
的
実
施
（
第
八
条
）
、
⑥
地
方
議
会
の
活
性
化
と
地
方
選
挙
制
度
の
改

善
（
第
一
一
一
一
条
）
、
⑦
大
統
領
へ
の
報
告
（
第
二
○
条
）
及
び
履
行
状
況
の
点
検
・
評
価
等
（
第
二
一
条
）
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
「
地

方
令
墨
博
准
進
法
」
の
第
七
条
〈
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
及
び
確
立
）
に
比
べ
、
「
地
方
分
権
特
別
法
」
は
そ
の
内
容
が
自
治

行
政
力
量
の
強
化
（
第
一
二
条
）
、
住
民
参
加
の
拡
大
（
第
一
四
条
）
、
自
治
行
政
の
責
任
性
の
強
化
（
第
一
五
条
）
な
ど
に
細
分
ざ
れ
規

定
さ
れ
て
い
る
上
、
地
方
財
政
に
つ
い
て
「
地
方
分
権
推
進
法
」
が
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
（
第
六
条
）
と
い
う
表
現
に
と
ど
め
て
い

る
の
に
対
し
、
「
地
十
々
分
権
特
別
法
」
で
は
、
地
方
税
の
税
目
の
拡
大
や
自
主
課
討
祝
権
の
行
使
範
囲
の
拡
大
、
国
庫
補
助
金
制
度
の
合
理

化
な
ど
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
鵠
ぞ
あ
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
法
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
構
成
を
踏
ま
え
、
「
地
方
分
権
推
進
法
」
並
び
に
「
地
方
分
権
特
別
法
」
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い

る
地
方
分
権
改
革
の
特
徴
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
地
方
分
権
推
進
法
」
を
頂
点
に
行
わ
れ
て
き
た

日
本
の
地
方
分
権
改
革
は
、
「
上
下
・
従
属
の
関
係
」
か
ら
「
対
等
・
協
力
の
関
係
」
へ
と
い
う
政
府
間
関
係
の
歴
史
的
転
換
で
あ
っ
た
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日
韓
の
地
方
分
権
に
関
す
る
法
制
度
的
な
枠
組
み
の
相
違
は
、
地
方
分
権
改
革
が
如
何
な
る
目
的
と
プ
ロ
セ
ス
、
社
会
的
合
意
の
中
で

進
め
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
韓
国
の
地
方
分
権
改
革
に
参
加
し
た
経
験
を
も
ち
、
日
本
の
地
方
分
権

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

一
六
七

と
い
う
評
価
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
①
地
方
分
権
の
争
点
が
事
務
の
再
配
分
、
広
域
行
政
な
ど
の
行
政
の
効
率
性
の
向
上
に
重
点

が
置
か
れ
た
た
め
、
住
民
の
負
担
と
責
任
、
住
民
参
加
な
ど
の
住
民
自
治
の
強
化
が
弱
か
っ
た
、
②
地
方
公
共
団
体
の
政
策
形
成
能
力
に

対
す
る
疑
問
と
し
て
適
さ
れ
て
き
た
対
案
、
例
え
ば
、
道
州
制
・
連
邦
制
・
府
県
合
併
論
な
ど
は
現
実
的
な
面
に
お
い
て
実
質
的
な
成
果

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
③
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
関
係
か
ら
地
方
分
権
の
論
議
が
事
務
権
限
の
移
譲
と
い
う
「
行
政
的
分
権
」
に
と
ど

（
制
）

ま
り
、
「
改
革
が
留
保
さ
れ
た
戦
後
改
革
の
遺
産
」
で
あ
る
と
の
指
摘
も
提
起
さ
れ
た
。
ま
た
、
自
主
決
定
権
の
制
約
、
法
定
受
託
事
務

の
縮
小
維
持
、
地
方
税
財
源
の
改
革
に
欠
け
て
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
地
方
分
権
改
革
に
対
す
る
総
括
評
価
に
お
い
て
は
、
「
総
論
中

（
鯛
）

の
序
論
」
・
「
未
完
成
改
革
」
・
「
改
革
の
第
１
ラ
ウ
ン
ド
」
と
い
っ
た
表
現
が
並
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

他
方
、
ま
だ
完
了
し
て
は
い
な
い
が
「
地
方
分
権
特
別
法
」
を
基
点
に
進
め
ら
れ
て
い
る
韓
国
の
地
方
分
権
改
革
は
、
一
九
六
○
年
代

以
降
構
造
化
さ
れ
て
き
た
集
権
・
集
中
型
の
統
治
体
制
に
代
わ
る
分
権
型
の
国
家
運
営
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
明
確
に
提
示
し
た
こ
と
に
く
わ

え
、
今
後
五
年
間
に
お
け
る
実
質
的
か
つ
具
体
的
な
分
権
改
革
の
推
進
を
国
政
目
標
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
韓
国
の
地
方
分
権
改
革
は
、
「
政
府
革
新
」
（
の
（
）
ぐ
の
日
日
の
貝
幻
の
ご
弓
の
ご
言
い
）
と
い
う
国
家
目
標
を
中
心

に
、
「
行
政
改
革
分
野
」
・
「
人
事
改
革
分
野
」
・
「
税
財
政
分
野
」
・
「
電
子
政
府
分
野
」
・
「
記
録
管
理
分
野
」
・
「
政
策
広
報
分
野
」
・
「
革
新

分
権
評
価
分
野
」
の
六
つ
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
合
わ
せ
て
総
合
的
に
推
進
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
「
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら

ガ
バ
ナ
ン
ス
ヘ
、
宮
か
ら
民
へ
、
中
央
か
ら
地
方
へ
、
疎
外
か
ら
参
加
へ
」
と
い
う
、
市
民
社
会
の
力
動
性
に
基
礎
し
た
社
会
構
造
改
革

で
あ
る
と
い
え
る
。
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こ
う
し
た
指
摘
の
背
景
に
は
、
一
般
論
と
し
て
、
戦
前
・
戦
後
に
連
続
す
る
地
方
制
度
改
革
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
あ
り
、
特
に
高
度

経
済
成
長
に
支
え
ら
れ
て
き
た
福
祉
国
家
に
対
す
る
反
省
、
そ
の
後
の
一
九
八
○
年
代
か
ら
の
修
正
過
程
の
中
で
一
連
の
行
政
改
革
の
プ

ロ
セ
ス
が
結
論
的
に
見
出
し
た
「
規
制
緩
和
」
及
び
「
地
方
分
権
」
が
集
権
的
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
制
度
疲
労
と
あ
い
ま
っ
て
、
分
権
シ

ス
テ
ム
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
と
い
う
共
通
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
日
本
の
地
方
自
治
と
は
対
照
的
に
、
韓
国
に
お
い
て
は
終
戦
直
後
の
制
度
化
と
は
別
に
、

一
九
六
○
年
代
か
ら
一
九
八
○
年
代
の
後
半
ま
で
続
い
た
「
開
発
独
裁
」
（
朴
正
煕
軍
事
政
権
）
に
よ
っ
て
構
造
的
な
強
化
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
反
民
主
的
中
央
集
権
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
上
、
地
方
自
治
に
関
す
る
法
制
度
的
類
似
性
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
運
用
上
の
慣
行
に
お
い
て
は
、
公
務
員
制
度
を
は
じ
め
様
々
な

サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が
異
な
っ
て
い
る
点
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
制
度
の
規
定
内
容
と
連
用
上
の
実
態
の
ズ
レ
は
、
日
韓

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

｛
妬
）

に
糟
通
し
た
呉
は
、
日
韓
の
分
権
化
政
策
の
類
似
・
相
違
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

一
つ
は
、
世
界
的
な
流
れ
で
あ
る
「
地
方
化
」
へ
の
対
応
策
と
し
て
地
方
分
権
政
策
が
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
二
つ
は
、
五
年
間
の
時
限
法
と
し
て

地
方
分
梅
関
連
の
特
別
法
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
三
つ
は
、
行
政
府
の
最
高
責
任
者
の
強
い
関
心
と
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
。
次
に
、
相
違
点

は
何
か
。
一
つ
は
、
歴
史
的
に
封
建
制
度
が
存
在
し
た
が
ど
う
か
で
あ
る
。
二
つ
は
、
日
本
に
お
い
て
は
制
度
的
改
革
よ
り
も
中
央
か
ら
の
関
与
の
縮
小

及
び
廃
止
に
重
点
を
お
い
て
い
る
の
に
対
し
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
中
央
権
限
の
移
譲
を
は
じ
め
と
す
る
シ
ス
テ
ム
改
革
中
心
の
総
合
的
な
進
め
方
を
し

て
い
る
点
で
す
。
三
つ
目
は
、
日
本
に
お
い
て
は
政
界
、
財
界
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
国
民
か
ら
の
支
持
が
高
か
っ
た
の
に
対
し
、
韓
国
に
お
い
て
は
政
界
、

財
界
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
国
民
的
支
援
が
弱
か
っ
た
点
で
す
。

一
六
八
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の
社
会
制
度
の
特
徴
で
あ
り
、
地
方
自
治
に
お
い
て
も
深
刻
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
韓
国
に
お
い
て
は
制
度
運
用
上
の
ズ

レ
は
中
央
政
府
を
困
ら
せ
る
要
因
の
一
つ
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
韓
の
比
較
に
お
い
て
は
十
分
に
考
慮
す
べ
き
要
素
で
あ
る
。

最
後
に
、
地
方
自
治
の
本
質
的
な
部
分
に
係
わ
る
も
の
と
し
て
、
地
方
自
治
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
地

方
分
権
の
推
進
を
分
権
型
社
会
の
前
提
条
件
と
考
え
る
日
本
の
分
権
改
革
と
比
べ
、
韓
国
に
お
い
て
の
地
方
分
権
は
「
国
家
競
争
力
の
強

化
」
と
い
う
大
義
名
分
の
中
に
お
い
て
そ
の
意
義
を
持
つ
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
の
「
地
方
分
権
特
別
法
」
の

第
一
条
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
「
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
の
地
方
分
権
に
関
す
る
責
務
を
明
確
に
す
る
と
同
時
に
地
方
分
権
の

基
本
原
則
・
推
進
課
題
・
推
進
体
系
等
を
規
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
地
方
を
発
展
さ
せ
、
国
家
競
争
力
を
高
め
る
こ
と
」
が
地
方
分
権
の

意
義
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
盧
武
絃
政
府
が
進
め
て
い
る
地
方
分
権
改
革
は
、
地
方
分
権
、
国
家
均
衡
発
展
や

新
行
政
首
都
の
建
設
と
い
っ
た
三
つ
の
法
に
よ
る
地
方
化
政
策
の
推
進
と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
戦
略
を
採
択
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
国
家

均
衡
発
展
は
、
歴
代
政
府
が
経
済
発
展
の
大
義
名
分
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
地
方
分
権
は
国
家
均
衡
発
展

の
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
、
地
方
分
権
改
革
に
優
先
順
位
を
置
く
の
が
理
論
的
な
側
面
に
お
い
て
望
ま
し
い
だ
け
で
は
な

（
釘
）

く
、
戦
略
的
な
側
面
か
訂
ｂ
も
成
功
の
可
能
性
が
高
い
と
の
指
摘
も
出
て
い
る
。

（
１
）
本
来
、
地
方
分
権
に
関
す
る
制
度
改
革
は
長
い
ス
パ
ン
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
比
較
の
視
点
か
ら
論
じ
る
に
は
膨
大
な
資
料
と
そ
の
検
証
を
要
す
る
が
、

本
稿
は
そ
の
比
較
作
業
の
導
入
部
と
し
て
、
地
方
分
権
の
法
的
枠
み
と
し
て
制
定
さ
れ
た
基
本
法
の
制
定
過
程
と
そ
の
特
徴
、
そ
れ
に
基
づ
く
地
方
分
権
推
進

計
画
の
中
身
を
中
心
に
論
じ
る
。
そ
の
実
行
過
程
や
評
価
に
つ
い
て
は
、
韓
国
の
地
方
分
権
改
革
（
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
）
が
終
了
す
る
二
○
○
八
年
ま
で
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
稿
を
改
め
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
竹
下
譲
監
修
・
箸
『
世
界
の
地
方
自
治
制
度
』
（
新
版
）
、
イ
マ
ジ
ン
出
版
、
二
○
○
二
年
を
参
照
。

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

一
六
九
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（
皿
）
成
田
頼
明
「
地
方
分
権
推
進
法
の
成
立
と
今
後
の
課
題
」
『
自
治
研
究
』
（
第
八
五
八
号
）
、
良
書
普
及
会
、
一
九
九
五
年
、
三
頁
。

（
ど
「
地
方
分
権
推
進
法
」
「
法
令
解
説
資
料
総
覧
」
（
第
一
七
七
号
）
第
一
法
規
、
一
九
九
六
年
、
七
頁
。

、
）
成
田
、
前
掲
論
文
、
一
九
九
五
年
、
五
頁
。

（
過
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
辻
山
幸
宣
「
混
声
合
唱
〈
地
方
分
権
〉
一
「
地
方
分
権
と
自
治
体
連
合
」
敬
文
堂
、
一
九
九
四
年
が
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。

Ｅ
）
山
口
英
樹
「
地
方
分
権
推
進
計
画
に
つ
い
て
」
『
地
方
自
治
」
（
第
八
○
六
号
）
、
一
九
九
八
年
、
七
頁
。

（
Ⅳ
）
西
尾
、
前
掲
書
、
二
○
○
一
年
、
四
三
’
四
六
頁
。

（
４
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
全
国
知
事
会
・
自
治
制
度
研
究
会
報
告
書
『
地
方
自
治
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
二
○
○
四
年
を
参
照
。

（
５
）
こ
の
補
完
性
の
原
理
に
つ
い
て
の
概
念
定
義
は
多
義
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
、
昇
秀
樹
「
「
補
完
性
の
原
理
』
と
地
方
自
治
制
度
」
『
都
市
問
題
研
究
』
五

五
（
七
）
、
二
○
○
三
年
、
’
一
一
二
頁
以
降
の
整
理
を
参
照
し
た
。

（
６
）
全
国
知
事
会
、
前
掲
醤
、
二
○
○
四
年
、
一
○
○
頁
。

（
７
）
自
治
体
国
際
化
協
会
資
料
三
○
○
六
年
）
。
．

（
８
）
沼
田
、
一
九
九
五
年
、
三
四
－
三
五
頁
。

（
９
）
西
尾
勝
「
地
方
分
権
改
革
の
前
史
」
『
分
権
型
社
会
を
創
る
⑪
そ
の
歴
史
と
理
念
と
制
度
』
ぎ
よ
う
せ
い
、
二
○
○
一
年
、
三
頁
。

（
旧
）
西
尾
、
前
掲
書
、
二
○
○
一
年
、
八
’
二
頁
。

（
ｕ
）
こ
の
意
見
書
は
、
地
方
自
治
法
第
二
六
一
一
一
条
の
三
第
二
項
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
意
見
書
で
あ
る
が
、
全
国
的
連
合
組
織
の
意
見
申
出
権
に
よ
る
最
初
の
意

見
轡
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
第
二
回
目
の
意
見
書
は
、
今
年
の
六
月
七
日
に
行
っ
た
地
方
共
有
税
の
提
案
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
七
○

（
３
）
地
方
制
度
を
比
較
す
る
意
義
に
つ
い
て
、
森
田
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
何
よ
り
も
一
般
的
テ
ー
マ
と
し
て
、
第
一
に
、
地
方
制
度
を
想
定
し

て
い
る
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
第
二
に
、
各
国
が
置
か
れ
て
い
る
政
治
・
行
政
状
況
の
特
質
を
理
解
す
る
う
え
で
有

意
義
で
あ
る
し
、
第
三
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
、
制
度
改
革
を
検
討
す
る
う
え
で
も
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
第
四
に
、
日
本
の

地
方
制
度
の
特
質
を
探
り
、
そ
の
形
成
過
程
そ
し
て
今
後
の
制
度
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
も
必
要
な
研
究
と
考
え
ら
れ
る
」
。
森
田
朗
編
著
「
ア
ジ
ア
の

地
方
制
度
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
’
’
二
頁
。
こ
の
種
の
比
較
研
究
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
山
下
茂
・
谷
聖
美
・
川
村
毅
『
比
較
地
方
自

治
⑪
諸
外
国
の
地
方
自
治
制
度
』
（
増
補
改
訂
版
）
第
一
法
規
、
一
九
九
四
年
及
び
前
掲
書
、
二
○
○
二
年
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
大
同
小

意
見
書
」
で
あ
る
。

異
で
あ
る
。
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（
翌
こ
の
審
議
会
は
、
地
方
自
治
団
体
及
び
中
央
政
府
の
課
長
級
公
務
員
で
構
成
さ
れ
た
非
常
設
協
議
体
と
し
て
地
方
自
治
団
体
と
中
央
行
政
機
関
か
ら
権
限

委
譲
の
対
象
と
な
る
事
務
を
年
一
回
の
調
査
を
行
い
、
合
同
で
審
議
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。

（
型
）
行
政
自
治
部
・
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
・
韓
国
行
政
研
究
院
『
民
選
地
方
自
治
一
○
年
の
評
価
（
１
）
』
二
○
○
五
年
、
六
七
頁
。

（
妬
）
ヨ
ョ
、
切
目
目
「
地
方
分
権
政
策
に
関
す
る
評
価
輻
推
進
手
続
き
及
び
過
程
を
中
心
に
一
「
地
方
行
政
研
究
』
（
第
五
五
号
）
、
二
○
○
三
年
、
二
三
頁
。

（
邪
）
尻
目
］
、
前
掲
論
文
、
二
○
○
三
年
、
二
六
頁
。

命
）
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
「
参
与
政
府
の
地
方
分
権
ビ
ジ
ョ
ン
と
推
進
方
向
」
二
○
○
三
年
。

（
翌
地
方
政
府
と
市
民
社
会
に
対
す
る
信
頼
を
基
盤
と
し
、
市
民
社
会
と
地
方
政
府
に
対
す
る
懐
疑
的
か
つ
否
定
的
な
観
念
か
ら
脱
皮
し
、
分
権
改
革
を
優
先

的
に
行
い
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
分
権
の
副
作
用
に
つ
い
て
は
市
民
社
会
と
地
方
政
府
が
自
ら
治
し
自
浄
す
る
能
力
を
補
完
し
て
い
く
原
則
を
指
す
。

弱
）
機
能
配
分
の
原
則
に
基
づ
き
市
民
社
会
に
近
い
政
府
に
優
先
的
に
管
轄
権
を
認
め
る
国
家
組
織
原
理
で
、
民
間
が
処
理
で
き
る
場
合
に
は
国
家
共
同
体
が

関
与
し
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
、
身
近
な
地
方
政
府
が
処
理
で
き
る
業
務
に
つ
い
て
広
域
地
方
自
治
団
体
｛
市
・
道
）
や
中
央
政
府
が
関
与
し
て
は
な
ら
な
い

〆￣、

翌八
頁

一○
（
⑬
）
地
方
分
権
推
進
委
員
会
「
地
方
分
権
推
進
委
員
会
最
終
報
告
ｌ
分
権
型
社
会
の
創
造
》
そ
の
道
筋
Ｉ
」
（
第
四
章
）
、
二
○
○
｜
年
参
照
。

（
別
）
中
間
答
申
「
ま
え
が
き
」
に
お
い
て
、
「
全
国
三
二
○
○
有
余
の
地
方
公
共
団
体
は
、
国
へ
の
「
従
属
と
依
存
の
意
識
」
を
克
服
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

行
政
の
公
正
性
と
透
明
性
の
向
上
、
住
民
参
画
の
拡
大
に
努
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
分
権
型
社
会
の
創
造
を
め
ざ
し
て
、
創
意
工
夫
に
満
ち
た
地
域
づ
く
り

と
く
ら
し
づ
く
り
の
個
性
的
な
櫛
想
を
積
極
的
に
提
示
し
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
国
の
関
係
省
庁
に
お
い
て
は
、
地
方
分
権
推
進
法
制
定
の
趣
旨
に
鑑
み
、
時

代
の
流
れ
を
先
取
り
し
て
、
こ
の
機
会
に
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
「
指
揮
監
督
と
保
護
後
見
の
意
識
」
を
払
拭
し
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
間
に
対
等
・
協

力
の
新
し
い
関
係
を
柵
築
す
る
と
い
う
建
設
的
な
方
向
に
、
そ
の
広
い
視
野
と
深
い
識
見
を
生
か
し
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
幻
）
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
光
郎
・
小
幡
純
子
編
「
あ
た
ら
し
い
地
方
自
治
・
地
方
分
権
』
（
ジ
ニ
リ
ス
ト
増
刊
）
二
○
○
○
年
・
五
月
を
参
照
。

（
犯
）
辻
山
幸
宣
「
地
方
自
治
改
革
の
出
発
点
」
今
村
都
南
雄
編
箸
『
自
治
・
分
権
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
』
（
自
治
総
研
鑓
轡
一
○
）
所
収
、
二
○
○
○
年
、
一

耐
）
そ
の
反
面
、
①
調
査
審
議
事
項
の
範
囲
が
地
方
公
共
団
体
の
総
意
と
し
て
提
出
さ
れ
た
改
革
要
望
事
項
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
勧
告
事
項

が
関
係
省
庁
と
の
合
意
に
達
し
た
事
項
に
限
ら
れ
た
こ
と
、
③
グ
ル
ー
プ
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
場
で
の
実
質
的
な
意
見
交
換
に
関
す
る
情
報
が
非
公
開
と
さ
れ
た
こ

と
な
ど
が
マ
イ
ナ
ス
側
面
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
。
西
尾
勝
「
分
権
改
革
の
到
達
点
と
課
題
」
一
自
治
体
の
構
想
Ｉ
課
題
』
（
岩
波
講
座
）
岩
波
書
店
、
二
○
○
二

関
与
し
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た
、
身
迄

原
則
「
補
完
性
の
原
理
」
を
指
す
。

年
、
七
頁
。地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

一

七
一
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（
追
記
）本
稿
の
脱
稿
・
校
正
の
股
中
に
、
本
稿
で
論
じ
た
一
九
九
五
年
の
「
地
方
分
梅
推
進
法
」
の
内
容
を
引
き
継
ぐ
第
二
の
地
方
分
梅
枠
法
と
も
い
う
べ
き
「
地

（
師
）
国
ョ
、
前
掲
論
文
、
二
○
○
三
年
、
三
九
頁
。
な
お
韓
国
の
地
方
分
権
改
革
の
全
体
象
に
つ
い
て
は
、
申
飽
徹
『
韓
国
行
政
・
自
治
入
門
』
公
人
社
、

二
○
○
六
年
を
参
照
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
七
二

（
釦
）
既
存
の
地
方
移
譲
が
個
別
的
か
つ
部
分
的
な
移
譲
で
あ
り
、
ま
た
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
と
の
連
携
不
足
か
ら
重
複
の
問
題
な
ど
が
生
じ
た
こ
と
を
勘

案
し
、
地
方
政
府
に
移
譲
さ
れ
る
事
務
が
自
主
的
な
決
定
と
寅
任
の
下
で
処
理
で
き
る
よ
う
移
譲
さ
れ
る
事
務
と
関
連
す
る
一
切
の
事
務
を
包
括
的
に
移
鍍
す

る
事
務
移
譲
の
原
則
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
に
制
定
さ
れ
た
「
中
央
行
政
樋
限
の
地
方
移
譲
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
（
法
律
第
○
五
七
一
○
号
）
の
第
三
条

「
地
方
移
譲
お
よ
び
駆
務
配
分
の
基
本
原
則
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

訂
）
こ
の
地
方
分
梅
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
関
す
る
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
韓
国
に
お
け
る
地
方
分
権
改
革
率
地
方
分
権
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
策
定
を
中

心
に
」
「
自
治
総
研
』
（
第
一
一
一
一
八
号
）
二
○
○
五
年
及
び
シ
リ
ー
ズ
「
第
二
次
地
方
分
権
改
革
へ
の
展
望
（
第
三
回
。
完
）
」
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
（
第
一
三
○
八

号
）
、
二
○
○
六
年
、
六
四
’
六
七
頁
を
参
照
。

（
蛇
）
日
日
、
②
目
目
「
地
方
分
権
政
策
に
対
す
る
評
価
」
『
地
方
行
政
研
究
」
（
第
五
五
号
）
二
○
○
三
年
参
照
。

（
鍋
）
「
地
方
四
大
協
議
体
」
と
は
、
日
本
の
地
方
六
団
体
に
類
似
す
る
も
の
で
、
①
「
全
国
市
・
道
知
事
協
議
会
」
〈
二
○
○
○
年
三
月
設
立
）
、
②
「
全
国
市

長
・
郡
守
・
区
庁
長
協
議
会
」
（
二
○
○
○
年
四
月
設
立
）
、
③
「
全
国
市
・
道
議
会
議
長
協
議
会
」
（
二
○
○
○
年
六
月
設
立
）
、
④
「
全
国
市
・
郡
・
自
治
区

議
会
議
長
協
議
会
」
三
○
○
○
年
四
月
設
立
〉
の
四
団
体
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
の
地
方
自
治
の
復
活
に
よ
り
地
方
議
会
が
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
情
報
交

換
や
地
方
自
治
団
体
の
利
益
増
進
の
た
め
に
活
動
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
法
的
地
位
が
保
証
さ
れ
な
い
任
意
団
体
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
九

年
の
八
月
に
行
わ
れ
た
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
第
一
五
四
条
の
二
に
地
方
自
治
団
体
の
長
な
ど
の
協
議
体
に
関
す
る
規
定
が
新
し
く
設
け
ら
れ
、
地
方

自
治
に
直
接
な
影
轡
を
及
ぼ
す
法
令
の
制
・
改
定
な
ど
に
つ
い
て
行
政
自
治
部
長
官
を
経
由
し
政
府
に
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ａ
）
佐
々
木
信
夫
「
地
方
分
権
と
地
方
自
治
』
岩
波
轡
店
、
一
九
九
九
年
参
照
。

（
鯛
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
成
田
頼
明
「
地
方
分
権
の
動
向
と
課
題
」
『
月
刊
自
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
（
第
四
二
二
号
、
’
九
九
五
年
）
、
西
尾
勝
『
未
完
の
分
権

改
革
」
（
岩
波
轡
店
、
一
九
九
九
年
）
、
佐
藤
営
繕
『
新
地
方
自
治
の
思
想
』
（
敬
文
堂
、
二
○
○
二
年
）
を
参
照
。

（
髄
）
呉
在
一
「
鼎
談
・
韓
曰
の
分
権
改
革
に
参
画
し
て
」
（
シ
リ
ー
ズ
「
第
二
次
地
方
分
権
改
革
へ
の
展
望
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
（
第
一
三
○
六
号
）
、
二
○
○
六

年
、
八
四
頁
。
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｜
基
本
理
念

地
方
分
権
改
革
の
推
進
は
、
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
次
の
基
本
理
念
に
基
づ
い
て
行
う
。

・
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
分
担
す
べ
き
役
割
を
明
確
に
す
る

・
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
自
ら
の
判
断
と
寅
任
に
お
い
て
行
政
を
運
営
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
。

地
方
分
権
改
革
推
進
法
案
（
概
要
）

三
地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針

（
１
）
国
は
、
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
重
点
的
に
担
い
、

措
置
等
を
識
ず
る
。

二
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
賀
務
等

（
１
）
国
は
、
地
方
分
権
改
革
を
集
中
的
か
つ
一
体
的
に
実
施
す
る
た
め
の
推
進
体
制
を
整
備
し
、
地
方
分
梅
改
革
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
・
実
施
。

地
方
公
共
団
体
は
、
行
政
運
営
の
改
善
・
充
実
に
係
る
施
策
を
推
進
。

（
２
）
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
伴
い
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
た
行
政
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
推
進
。

（
３
）
国
は
、
地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
当
た
り
、
地
方
公
共
団
体
の
立
場
を
尊
重
し
、
密
接
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
関
心
と

理
解
を
深
め
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
識
ず
る
。

方
分
権
推
進
改
革
法
案
」
の
国
会
提
出
と
い
う
大
き
い
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
を
追
記
し
て
お
く
。

二
○
○
六
年
九
月
に
誕
生
し
た
安
倍
内
閣
は
一
○
月
二
六
日
に
「
地
方
分
権
改
革
推
進
法
案
」
を
国
会
に
提
出
し
、
国
会
審
議
が
始
ま
っ
た
。
今
回
の
法
案

は
、
新
た
な
分
権
改
革
に
踏
み
出
す
手
順
を
定
め
た
三
年
間
の
時
限
立
法
と
し
て
、
内
閣
府
に
有
識
者
七
人
の
「
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
」
を
設
置
す
る

な
ど
を
主
要
内
容
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
委
員
会
の
勧
告
を
受
け
、
政
府
は
「
分
権
改
革
推
進
計
画
」
を
ま
と
め
、
地
方
分
権
一
括
法
案
を
作
成
し
、
二
○

’
○
年
に
も
国
会
に
提
出
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
以
下
、
法
案
の
概
要
は
総
務
省
公
表
資
料
）
。

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

住
民
に
身
近
な
行
政
は
で
き
る
限
り
地
方
公
共
団
体
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
次
の

一

七
三
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六
施
行
期
日
等

公
布
の
日
か
ら
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
（
委
員
の
国
会
同
意
に
係
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
）
。

こ
の
法
律
は
、
施
行
期
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
で
失
効
。

五
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会

（
１
）
内
閣
府
に
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
を
設
髄
。

（
２
）
委
員
会
は
、
委
員
７
人
を
も
っ
て
組
織
。
委
員
は
両
譲
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
。

（
３
）
委
員
会
は
、
地
方
分
揃
改
載
推
進
計
画
の
作
成
の
た
め
の
具
体
的
な
指
針
を
勧
告
ｃ

四
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画

政
府
は
、
地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
識
ず
べ
き
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
圃

を
定
め
た
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
を
作
成
（
閣
議
決
定
）
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

一
七
四

①
地
方
公
共
団
体
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進

②
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
事
務
の
処
理
又
は
そ
の
方
法
の
義
務
付
け
の
整
理
・
合
理
化

③
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
又
は
都
道
府
県
の
関
与
の
整
理
・
合
理
化

（
２
）
国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及
び
事
業
を
自
主
的
か
つ
自
立
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、
（
１
）
の
措
置
に
応
じ
、
国
庫
補
助
負
担
金
、
地
方
交
付
税
、
国

と
地
方
公
共
団
体
の
税
源
配
分
等
の
財
政
上
の
措
極
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
。

（
３
）
地
方
公
共
団
体
は
、
行
政
及
び
財
政
の
改
革
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
行
政
の
公
正
の
確
保
及
び
透
明
性
の
向
上
並
び
に
住
民
参
加
の
充
実
の
た
め
の
措

腿
そ
の
他
の
必
要
な
措
磁
を
識
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
。

今
回
の
法
案
提
出
に
対
し
、
地
方
六
団
体
は
、
「
今
回
の
地
方
分
権
改
革
推
進
法
案
の
提
出
に
よ
り
、
次
の
地
方
分
権
改
革
に
向
け
た
確
か
な
一
歩
が
踏
み

出
さ
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
。
今
後
は
、
地
方
力
を
活
か
し
て
地
域
を
活
性
化
さ
せ
、
中
央
と
地
方
の
格
差
を
是
正
し
、
国
と
地
方
が
力
を
合
わ
せ
て
国
全
体
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が
活
力
を
持
つ
日
本
を
つ
く
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
地
方
の
活
力
な
く
し
て
国
の
活
力
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
よ
り
地
方
の

自
己
決
定
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
見
直
し
、
国
か
ら
地
方
へ
の
梅
限
及
び
税
財
源
の
さ
ら
な
る
移
譲
、
国
と
地
方

の
二
重
行
政
の
解
消
に
よ
る
行
政
の
簡
素
化
な
ど
の
改
革
を
一
体
的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
国
会
で
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
、
地
方
分
権
改
革
の
機
迎
が
高

ま
り
、
法
案
が
早
期
に
成
立
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
（
’
○
月
二
七
且
と
の
談
話
を
発
表
し
た
。

今
回
の
「
地
方
分
権
推
進
改
革
法
案
」
は
、
一
九
九
五
年
の
「
地
方
分
権
推
進
法
」
に
基
づ
く
地
方
分
権
改
革
の
第
二
の
幕
開
け
と
し
て
の
位
邇
づ
け
と
な

る
が
、
国
・
地
方
と
も
に
、
一
○
年
前
の
状
況
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
地
方
公
務
員
の
厚
遇
・
不
祥
事
問
題
や
地
方
財
政
の
再
建
な
ど
、
昨
今
の
状
況

を
打
破
す
る
た
め
に
も
抜
本
的
な
社
会
柵
造
改
革
と
し
て
の
地
方
分
梅
改
革
の
迅
速
な
推
進
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

地
方
分
臓
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
噸
）

一
七
五
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|￣ 法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

（
資
料
）
地
方
分
権
に
関
す
る
基
本
法
条
文
の
日
韓
比
較

劃IJJJullj

M国王..，．詞

凹
休

Ｌ
細

旗
の

分
権
、

不
地
』

旧
団
体
」

□
己
２

労ら臘謡'９国催

関ｐ
すげ

七
六

灌苅』

定義 目的 改正 目次 Ｉ。
|分

〈目的）

第一条この法律は、国民がゆとりと豊かさを実感できる社会を実現することの緊要性にかんがみ、地方分権の推進について、基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、地方分権の推進に関する施策の基本となる事項を定め、並びに必要な体制を整備することにより、地方分権を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 平成一九九五年五月一九日（法律第九六号）
第二學総則

第一章総則（第一条～第三条）第二章地方分権の推進に関する基本方針（第四条
～第七条）

第三章地方分権堆進計画（第八条）第四章地方分権推進委員会（第九条～第一七条）
地方分権推進法（日本）

第一条この法律は、国家および地方自治団体の地方分権に関する責務を明確にすると同時に地方分権の基本原則・推進課題・推進体系等を規定することを通じて地方を発展させ、国家競争力を高めること
を目的とする。

（定義）

第二条この法律において一‐地方分権」とは、国家および地方自治団体の権限と責任を合理的に配分することを通じて国家および地方自治団体の機能がお互い調和されることをいう。 第一章総則（第一条～第八条）第二章地方分権の推進課題〈第九条～第一六条）第三章地方分権推進機榊及び推進手続き（第一七
条～第二一条）

二○○四年一月一六日（法律第○七○六○号）
第一章総則 地方分権特別法（韓国）

基本理念

（地方分権の推進に関する基本理念）第二条地方分権の推進は、国と地方公共団体とが共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に協力する関係にあることを踏まえつつ、各般の行政
（地方分権の基本理念）

第三条地方分権は、住民の自発的参加を通じて地方自治団体がその地域に関する政策を自律的に決定し、自己の責任の下で執行するとともに、国家と地
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賀務

地
方
分
極
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
賀
務
）

第
三
条
国
は
、
前
条
に
定
め
る
地
方
分
樋
の
推
進
に
関
す

る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
施

策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有

す
る
。

二
地
方
公
共
団
体
は
、
国
の
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る

施
策
の
推
進
に
呼
応
し
、
及
び
並
行
し
て
、
そ
の
行
政
運
営

の
改
善
及
び
充
実
に
係
る
施
策
を
推
進
す
る
責
務
を
有
す

る
。

三
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
分
権
の
推
進
に
伴

い
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
た
行
政
の
簡
素
化
及
び

効
率
化
を
推
進
す
る
資
務
を
有
す
る
。

を
展
開
す
る
上
で
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
分
担
す
べ
き
役

割
を
明
確
に
し
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を

高
め
、
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図

る
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
国
家
と
地
方
自
治
団
体
の
誕
務
）

第
五
条
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
が
行
政
を
総
合
的
・
自

律
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
国
家
と
地
方
自
治

団
体
間
ま
た
は
地
方
自
治
団
体
相
互
間
の
事
務
を
住
民
の
便

益
増
進
、
執
行
の
効
果
等
を
考
慮
し
、
お
互
い
に
重
複
し
な

い
よ
う
に
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
配
分
す
る
場

合
に
は
、
地
域
住
民
の
生
活
と
密
接
に
関
連
す
る
事
務
は
原

則
的
に
市
・
郡
お
よ
び
自
治
区
の
事
務
に
、
市
・
郡
お
よ
び

自
治
区
が
処
理
し
に
く
い
事
務
は
特
別
市
と
広
域
市
お
よ
び

道
の
事
務
に
、
特
別
市
と
広
域
市
お
よ
び
道
が
処
理
し
に
く

い
事
務
は
国
家
の
事
務
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
配
分
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

三
国
家
が
地
方
自
治
団
体
に
事
務
を
配
分
す
る
場
合
、
地

方
自
治
団
体
が
事
務
を
他
の
地
方
自
治
団
体
に
再
配
分
す
る

場
合
に
は
、
配
分
ま
た
は
再
配
分
さ
れ
た
地
方
自
治
団
体
は

そ
の
事
務
を
自
己
の
賀
任
の
下
で
総
合
的
に
処
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
関
連
す
る
事
務
を
包
括
的
に
配
分
し
な
け

方
自
治
団
体
間
ま
た
は
地
方
自
治
団
体
相
互
間
の
役
割
の
合

理
的
な
分
担
に
よ
り
国
政
の
統
一
性
を
確
保
し
、
地
方
の
創

意
性
お
よ
び
多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
内
実
あ
る
地
方
自
治
の

実
現
を
そ
の
基
本
理
念
と
す
る
。

（
他
の
法
律
の
制
・
改
定
の
原
則
）

第
四
条
地
方
自
治
と
関
連
す
る
法
令
を
制
定
ま
た
は
改
定

す
る
場
合
に
は
地
方
分
梅
の
基
本
理
念
に
適
合
す
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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れ
ぱ
な
ら
な
い
。

四
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
第
一
項
な
い
し
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
配
分
す
る
場
合
に
は
民
間
部
門
の

自
律
性
を
尊
重
し
、
国
家
ま
た
は
地
方
自
治
団
体
の
関
与
を

最
小
化
し
民
間
の
行
政
参
加
の
機
会
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
事
務
配
分
の
原
理
）

第
六
条
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
が
行
政
を
総
合
的
に
．

自
律
的
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
、
国
家
と
地
方
自
治
団
体
の

間
、
地
方
自
治
団
体
相
互
間
の
事
務
を
、
住
民
の
便
益
増

進
、
執
行
の
効
果
等
を
考
慮
し
、
重
複
し
な
い
よ
う
に
配
分

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
務
を
配
分
す
る

と
き
、
地
域
住
民
の
生
活
と
密
接
に
関
連
す
る
事
務
に
つ
い

て
は
、
原
則
的
に
市
・
郡
及
び
自
治
区
の
事
務
に
、
市
・
郡

及
び
自
治
区
が
処
理
し
に
く
い
事
務
は
広
域
市
及
び
道
の
事

務
に
、
特
別
市
と
広
域
市
及
び
道
が
処
理
し
に
く
い
事
務
に

つ
い
て
は
国
家
の
事
務
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
配
分
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
自
律
と
参
加
の
原
則
）

第
七
条
国
家
は
、
地
方
分
権
政
策
の
推
進
に
お
い
て
地
方

自
治
団
体
の
自
律
性
を
尊
重
し
、
住
民
の
参
加
を
最
大
限
に

保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
方
分
権
政
策
の
実
験
的
実
施
）

第
八
条
国
家
は
、
地
方
分
権
政
策
の
推
進
に
お
い
て
必
要

一
七
八
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役割分担

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

（
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
国
の
施
策
）

第
五
条
国
は
、
前
条
に
定
め
る
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の

役
割
分
担
の
在
り
方
に
即
し
て
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
権
限

の
委
譲
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る

国
の
関
与
（
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
機
関
の
事
務
の
処
理

又
は
管
理
及
び
執
行
に
関
し
、
国
の
行
政
機
関
が
、
地
方
公

第
二
章
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針

（
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
）

第
四
条
地
方
分
権
の
推
進
は
、
国
に
お
い
て
は
国
際
社
会

に
お
け
る
国
家
と
し
て
の
存
立
に
か
か
わ
る
事
務
、
全
国
的

に
統
一
し
て
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
国
民
の
諸
活
動
若
し

く
は
地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
的
な
準
則
に
関
す
る
事
務
又

は
全
国
的
な
規
模
で
若
し
く
は
全
国
的
な
視
点
に
立
っ
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
及
び
事
業
の
実
施
そ
の
他
の
国

が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
重
点
的
に
担
い
、
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
は
住
民
に
身
近
な
行
政
は
住
民
に
身
近
な
地
方

公
共
団
体
に
お
い
て
処
理
す
る
と
の
観
点
か
ら
地
域
に
お
け

る
行
政
の
自
主
的
か
つ
総
合
的
な
実
施
の
役
割
を
広
く
担
う

べ
き
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

な
場
合
に
は
当
該
地
方
自
治
団
体
の
実
情
に
合
わ
せ
た
実
験

的
・
段
階
的
実
施
が
で
き
る
。

第
二
章
地
方
分
権
の
推
進
課
題

（
国
家
と
地
方
自
治
団
体
の
協
力
体
制
確
立
）

第
一
六
条
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
と
の
相
互
協
力
関
係

を
維
持
す
る
た
め
に
地
方
自
治
法
第
一
五
四
条
の
こ
の
規
定

に
よ
る
地
方
自
治
団
体
の
長
等
の
協
議
体
の
運
営
を
職
極
的

に
支
援
す
べ
き
で
あ
り
、
同
協
議
体
と
関
連
す
る
地
方
自
治

団
体
の
意
見
が
国
政
に
積
極
的
に
反
映
で
き
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
国
家
と
地
方
自
治
団

体
間
ま
た
は
地
方
自
治
団
体
相
互
間
に
お
い
て
発
生
す
る
紛

争
を
効
率
的
に
解
決
す
る
た
め
の
紛
争
調
整
機
柵
の
機
能
を

活
性
化
さ
せ
、
紛
争
調
整
体
系
を
整
備
す
る
等
、
紛
争
調
整

機
能
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
行
政
に
関
す
る

諸
般
条
件
の
急
激
な
変
化
に
極
極
的
に
対
応
し
、
地
方
自
治

を
多
様
な
形
態
に
お
い
て
具
現
す
る
た
め
に
地
方
自
治
団
体

組
合
等
、
特
別
地
方
自
治
団
体
制
度
を
導
入
・
活
用
す
る
よ

う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
お
よ
び
事
務
の
移
譲
）

第
九
条
国
家
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
事
務
配
分
の
原

則
に
従
い
そ
の
権
限
お
よ
び
事
務
を
積
極
的
に
地
方
自
治
団

体
に
移
譲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
機
関
委
任
事
務
を
整

備
す
る
等
事
務
区
分
体
系
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
は
、
権
限
お
よ
び
事
務
を
地
方
自
治
団
体
に
包
括

一
七
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共
団
体
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
、
許
可
、
認
可
等
の
処
分
、

届
出
の
受
理
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
一
定
の
行
為
を
行
う

こ
と
を
い
う
。
）
、
必
置
規
制
（
国
が
、
地
方
公
共
団
体
に
対

し
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
機
関
若
し
く
は
施
設
、
特
別
の

資
格
若
し
く
は
職
名
を
有
す
る
職
員
又
は
附
属
機
関
を
設
慰

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
、
地
方

公
共
団
体
の
執
行
機
関
が
国
の
機
関
と
し
て
行
う
事
務
及
び

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
の
負
担
金
、
補
助
金
等
の
支
出

金
の
地
方
自
治
の
確
立
を
図
る
観
点
か
ら
の
整
理
及
び
合
理

化
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
識
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
）

第
六
条
国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及
び
事
業
を
自
主

的
か
つ
自
立
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、
国
と
地
方
公
共
団
体

と
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
を
図
る

も
の
と
す
る
。

（
地
方
財
政
の
強
化
お
よ
び
健
全
性
強
化
）

第
二
条
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
各
地
方
自
治

団
体
が
事
務
を
自
主
的
・
自
立
的
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
地
方
財
政
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
地
方
財
政
の
健

全
性
を
強
化
す
る
等
、
地
方
財
政
の
発
展
方
案
を
立
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
は
、
国
税
と
地
方
税
の
税
源
を
合
理
的
に
調
整
す

る
方
案
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
地
方
税
の
新
し
い

税
目
を
拡
大
し
非
課
税
お
よ
び
減
免
を
縮
小
す
る
等
、
地
方

自
治
団
体
が
自
主
的
に
課
税
権
を
行
使
で
き
る
範
囲
を
拡
大

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
国
家
は
、
事
務
の
地
方
移
譲
等
と
連
携
し
、
地
方
交
付

税
の
法
定
率
を
段
階
的
に
上
向
調
整
し
、
国
庫
補
助
金
の

統
・
廃
合
等
包
括
的
な
支
援
方
案
を
立
て
る
等
、
国
庫
補
助

金
制
度
の
合
理
的
な
改
善
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
間
の
財
政

力
格
差
を
緩
和
す
る
方
案
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

的
・
一
括
的
に
移
譲
す
る
た
め
に
必
要
な
法
的
措
邇
を
施
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
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地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

（
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
及
び
確
立
）

第
七
条
地
方
公
共
団
体
は
、
行
政
及
び
財
政
の
改
革
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、
行
政
の
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上

及
び
住
民
参
加
の
充
実
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
識
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
分
権
の
推
進
に
応
じ
た
地

方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
も
の
と

す
る
。

二
国
は
、
前
項
の
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
及

び
確
立
に
資
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
必
要
な
支

援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
自
治
行
政
力
量
の
強
化
）

第
一
二
条
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
の
自
治
立
法
権
を
強

（
特
別
地
方
行
政
機
関
の
整
備
等
）

第
一
○
条
国
家
は
、
特
別
地
方
行
政
機
関
が
遂
行
し
て
い

る
事
務
の
う
ち
、
地
方
自
治
団
体
が
遂
行
す
る
こ
と
が
も
っ

と
効
率
的
な
事
務
は
地
方
自
治
団
体
が
担
当
す
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
新
し
い
特
別
地
方
行
政
機
関
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
そ
の
機
能
が
、
地
方
自
治
団
体

が
遂
行
し
て
い
る
機
能
と
類
似
ま
た
は
重
複
し
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
は
、
地
方
教
育
に
対
す
る
地
方
自
治
団
体
の
権
限

と
責
任
を
強
化
し
、
地
方
教
育
に
対
す
る
住
民
参
加
の
拡
大

等
教
育
自
治
制
度
を
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
国
家
は
、
地
方
行
政
と
治
安
行
政
の
連
携
性
を
確
保
し
、

地
域
特
性
に
適
合
な
治
安
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
自

治
警
察
制
度
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
が
地
域
開
発
の
程
度
、
地
理

的
条
件
等
を
考
慮
し
必
要
な
場
合
に
は
、
そ
の
住
民
の
意
思

に
従
い
管
轄
区
域
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
っ

と
合
理
的
な
制
度
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
地
方
自
治
団
体
は
、
自
体
収
入
を
拡
充
し
、
予
算
支
出

の
合
理
性
を
確
保
す
る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
地
方
自
治
団
体
は
複
式
簿
記
会
計
制
度
を
導
入
す
る

等
、
予
算
・
会
計
制
度
を
合
理
的
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
財
政
運
営
の
透
明
性
と
健
全
性
を
確
保
す
べ
き
で

あ
る
。

一
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法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

（
地
方
議
会
の
活
性
化
と
地
方
選
挙
制
度
の
改
善
）

第
一
三
条
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
自
治
団

体
の
主
要
政
策
事
項
に
関
す
る
地
方
議
会
の
審
議
・
議
決
権

を
拡
大
す
る
等
、
地
方
議
会
の
権
限
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に

努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
自
治
団
体
の
長

と
地
方
議
会
議
員
の
選
出
方
法
を
改
善
し
、
選
挙
区
を
合
理

的
に
調
整
し
、
選
挙
公
営
制
を
拡
大
す
る
等
、
地
方
選
挙
制

度
の
改
善
の
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
議
会
議
員
の
専

門
性
を
高
め
、
地
方
議
会
の
議
長
の
地
方
議
会
所
属
公
務
員

の
人
事
に
関
す
る
独
立
的
な
権
限
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
努

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

化
す
る
た
め
に
条
例
制
定
範
囲
を
拡
大
で
き
る
よ
う
に
す
る

等
、
必
要
な
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
は
、
地
方
自
治
団
体
の
組
織
お
よ
び
定
員
に
関
し

て
は
必
要
最
低
限
の
基
準
の
み
を
定
め
、
地
方
自
治
団
体
の

組
織
運
営
と
人
力
管
理
の
自
律
性
を
最
大
限
保
障
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

三
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
地
方
公
務
員
の
専
門

性
を
高
め
力
量
を
強
化
す
る
た
め
に
国
家
と
地
方
自
治
団
体

間
ま
た
は
地
方
自
治
団
体
相
互
間
の
公
務
員
人
事
交
流
を
活

性
化
し
教
育
訓
練
制
度
を
改
善
す
る
等
、
必
要
な
措
置
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
民
参
加
の
拡
大
）

第
一
四
条
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
住
民
参
加
が

八
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’ 地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

（
地
方
分
権
推
進
計
画
）

第
八
条
政
府
は
、
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総

合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
前
章
に
定
め
る
地

方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
に
即
し
、
講
ず
べ
き
必

要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
定
め
た

地
方
分
権
推
進
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
地
方
分
権
堆
進
計
画

（
自
治
行
政
の
責
任
性
強
化
）

第
一
五
条
地
方
自
治
団
体
は
、
行
政
の
公
正
性
と
透
明
性

を
確
保
し
責
任
性
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
政

体
制
を
整
備
す
る
等
、
必
要
な
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
地
方
自
治
団
体
に
対
す

る
監
査
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
す
る
等
、
監
査
制
度
を
合
理

的
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
国
家
は
、
国
政
の
統
一
と
地
方
行
政
の
責
任
性
を
強
化

す
る
た
め
に
地
方
自
治
団
体
の
行
政
お
よ
び
財
政
運
営
に
関

す
る
合
理
的
な
評
価
基
準
を
設
け
、
こ
れ
に
従
い
診
断
・
評

価
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

活
性
す
る
た
め
の
住
民
投
票
制
度
・
住
民
召
喚
制
度
・
住
民

訴
訟
制
度
の
導
入
方
案
を
模
索
す
る
等
、
住
民
の
直
接
参
加

制
度
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
国
家
お
よ
び
地
方
自
治
団
体
は
、
住
民
の
志
願
奉
仕
活

動
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
）
等
を
奨
励
し
、
支
援
す
る
こ
と

を
通
じ
て
住
民
の
参
加
意
識
を
高
め
ら
れ
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

八
三

Hosei University Repository



’ 委員会の構成

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

（
所
掌
事
務
）

第
一
○
条
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
律
に
定
め
る
地
方
分
権

の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
、
第
八
条
に
定
め
る
地
方
分
権
推
進
計

画
の
作
成
の
た
め
の
具
体
的
な
指
針
を
内
閣
総
理
大
臣
に
勧

告
す
る
。

二
委
員
会
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
実

施
状
況
を
監
視
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
に

必
要
な
意
見
を
述
べ
る
。

第
二
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
勧
告
を
受

け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

〈
｜
項
削
除
》
平
一
一
法
一
○
二

第
四
章
地
方
分
権
推
進
委
員
会

（
設
置
）

第
九
条
内
閣
府
に
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
（
以
下
、
委

員
会
）
を
置
く
。
〈
改
正
）
平
二
法
一
○
二

二
内
閣
総
理
大
臣
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
の
案
を
作
成

し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
政
府
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、

こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
能
）

第
一
八
条
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
事
項
を
審
議
す
る
。

①
地
方
分
権
の
基
本
方
向
設
定
お
よ
び
推
進
計
画
の
樹
立
に

関
す
る
事
項

②
第
九
条
な
い
し
第
一
六
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
分
権
推
進

課
題
の
推
進
に
関
す
る
事
項

③
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
規
定
さ
れ
た
事
項
の
点
検
お
よ

び
評
価
に
関
す
る
事
項

④
そ
の
他
の
委
員
長
が
付
議
す
る
事
項

第
三
章
地
方
分
権
推
進
機
構
お
よ
び
推
進
手
続

（
推
進
機
構
）

第
一
七
条
地
方
分
権
推
進
課
題
の
総
合
的
・
体
系
的
推
進

に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
に
大
統
領
所
属
下
に
「
地

方
分
権
推
進
の
た
め
の
委
員
会
」
（
以
下
、
委
員
会
）
を
置
く
。

（
推
進
状
況
の
報
告
等
）

第
二
○
条
委
員
会
は
、
第
一
八
条
の
規
定
に
よ
り
審
議
し

一
八
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地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

四
串
句
諏
句
隠
旺
大
臣
は
、
委
員
か
玻
童
の
宣
告
を
受
け
、
▽

弟
一
一
二
条
委
員
は
、
優
れ
た
謡
冒

当
祠
一
一
一
鎮
不
表
亜
目
同
△
三
叫
体
、
未
室
自
国

利
潤
隠
理
大
二
二
は
、
直
ち
に
そ
の
委
員
を
罷
吊

内
藤
（
総
碑
一
’
六
｝
田
は
、
目
凹
碩
（
の
親
｛

眠
の
場
△
□

眠
の
福
蛍
△
□ 買
帷
を
有
す
る
者
か

鱗
磑
死
の
一
一
口
商
一
を
泊

ｚ
顛
才
弛
阪
の
露
悪
琵
仙
か
堰

雪
△
室
の
朝
△
室
又
は
衆
議
院
、

、
取
叶
Ｍ
の
一
五
六

玉
信
７

安
冒⑭
脂
擾
△
。

（
委
員
会
の
構
成
・
運
営
）

第
一
九
条
委
員
会
は
、
委
員
長
を
含
め
二
○
人
以
上
三
○

人
以
内
の
委
員
に
よ
り
柵
成
す
る
。

二
委
員
会
の
委
員
は
、
次
の
各
号
の
者
と
す
る
。

①
大
統
領
令
が
定
め
る
関
係
中
央
行
政
機
関
の
長
お
よ
び
こ

れ
に
準
ず
る
職
位
に
あ
る
公
務
員

②
地
方
分
権
に
関
す
る
学
識
と
経
験
が
豊
富
な
者
の
う
ち
大

統
領
が
委
嘱
す
る
者

③
地
方
自
治
法
第
一
五
四
条
の
こ
の
規
定
に
よ
る
地
方
自
治

団
体
の
長
等
の
協
議
体
が
推
薦
し
た
者

三
委
員
長
は
第
二
項
第
二
号
の
委
員
の
う
ち
大
統
領
が
委

嘱
す
る
。

四
委
員
の
任
期
、
会
議
、
事
務
機
構
等
委
員
会
の
榊
成
お

よ
び
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
大
統
領
令
で
定
め
る
。

た
事
項
と
地
方
分
権
と
関
連
す
る
政
策
の
推
進
状
況
に
関
し

て
定
期
的
に
大
統
領
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
終
え
た
時

は
関
係
す
る
中
央
行
政
機
関
の
長
と
地
方
自
治
団
体
の
長
に

報
告
内
容
を
直
ち
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
報
を
受
け
た
関
係
中
央
行
政

機
関
の
長
は
、
迅
速
に
地
方
分
権
に
関
す
る
実
践
計
画
を
樹

立
、
委
員
会
に
提
出
し
、
関
連
法
令
を
制
定
ま
た
は
改
正
す

る
等
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
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法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

は
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
委
員
を
罷

免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
《
改
正
》
平
二
法
一
五
一

五
内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務

の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
委
員
に
職
務
上

の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
委
員
を
罷

免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

七
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
委
員
長
）

第
一
四
条
委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に

よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

二
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

三
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指

名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
．

（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
等
）

第
一
五
条
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共

団
体
の
長
に
対
し
て
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明

そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団

体
の
業
務
の
運
営
状
況
を
調
査
し
、
又
は
委
員
に
こ
れ
を
調

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必

八
一＝
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地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
の
日
韓
比
較
（
申
）

第
一
七
条
こ
の
法
律
に
定

関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

附
則
（
抄
）

三
こ
の
法
律
は
、
附
則
第

起
算
し
て
六
年
を
経
過
し
た

（
事
務
局
）

第
一
六
条
委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会

に
事
務
局
を
置
く
。

二
事
務
局
に
、
事
務
局
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
員
を
掻

く
。

三
事
務
局
長
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理

す
る
。

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
以
外

の
者
に
対
し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

弟
一
七
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

閏
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

日
に
そ
の
効
力
を
失
う
。
〈
改

委
員
会
に

附
則
（
第
七
○
一

一
（
施
行
日
）
一

二
（
有
効
期
間
）

（
移
行
状
況
の
点
検
・
評
価
等
）

第
二
一
条
委
員
会
は
、
第
二
○
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

地
方
分
梅
に
関
す
る
実
践
計
画
が
円
滑
に
移
行
さ
れ
る
よ
う

に
関
係
中
央
行
政
機
関
の
推
進
状
況
を
点
検
・
評
価
し
、
そ

の
精
巣
を
国
務
会
議
の
審
議
を
経
て
大
統
領
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

二
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
結
果
に
従
い

関
係
中
央
行
政
機
関
の
長
に
必
要
な
措
極
を
勧
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

ハ
○
号
、
二
○
○
四
○
一
一
六
）

」
の
法
鰍
は
、
公
布
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
法
律
は
、
施
行
日
か
ら
五
年
間
そ
の

一
八
七
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Ｉ
 

（
注
）
軸
国
の
「
地
方
分
一
樋
特
別
法
」
は
、
「
地
方
分
髄
推
進
法
」
の
概
成
に
あ
わ
せ
て
再
柵
成
し
た
。

法
学
志
林
第
一
○
四
巻
第
二
号

正
》
平

法
○
七

効
力
を
持
つ
。

Ｉ
Ｉ
 

Ｊ
Ｊ
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